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( 6 )学校給食センターの運営について(学校教育課)

(7)その他
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清川村犯罪被害者等支援条例の制定について

令和8年 1月 19日(月)

総務課



清川村犯罪被害者等支援条例(案)の制定について

1 条例制定の背景

犯罪被害者等は、命を奪われ家族を失い、障害を負わされ、財産を奪われる

という目に見える被害(一次被害)に加え、理解や配慮に欠ける、言動や対応、

プライパシー侵害、誹誘中傷などによって、精神的な苦痛や体の不調等の被害

(二次被害)にも苦しめられます。

犯罪被害者等を支える社会の構築には、行政だけでなく、村民や事業者等を

含めた社会全体としての取組が不可欠であり、村民の理解の下、地域全体で共

通認識を持ちながら、犯罪被害者等を支える地域社会づくりを推進すること

が重要です。

このため、本村としての支援を行う目的や基本理念、施策、行政・村民・事

業者等の賓務などを明確化することで、犯罪被害者等支援に係る村民の理解

を深めるとともに、社会全体で犯罪被害者等を支える地域づくりを推進する

ため、清川村犯罪被害者等支援条例を制定しようとするものです。

2 制定内容

1 目的(第 1条関係)

犯罪被害者等基本法の趣旨にのっとり、犯罪被害者等の支援の基本とな

る事項を定めることにより、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに被害の

軽減及び回復を図り、もって村民が安心して暮らすことができる地域社会

の実現に寄与することを目的とするものです。

2 定義(第 2条関係)

この条例における用言語の定義を定めるものです。

3 基本理念(第 3条関係)

犯罪被害者等への支援は、個人としての尊厳を重んじ、それぞれ

の置かれている状況や事情に応じた必要な支援が途切れることな

く提供されるよう、適切に行われることを基本理念とするものです。

4 村、村氏等及び事業者の責務(第4条~第6条関係)

村は、犯罪被害者等の支援に関する施策を策定及び実絡する責務

を有し、その施策を実施するにあたっては、関係する機関や団体と

相互に連携を図ることとし、村民等及び事業者は、犯罪被害者等が
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置かれている状況及び支援の必要性についての理解を深め、二次的

被害が生じないよう配慮し、村が実施する支援に協力するよう努め

ることを責務とするものです。

5 施策(第 7条~第 12条関係)

基本理念を念頭に、目的を達成するために、次のとおり必要な施

策を行うこととするものです。

(1)村は、犯罪等に起因する様々な問題について相談に応じ、必要

な情報の提供及び助言並びに関係機関等の連絡調整を行うととも

に、支援を総合的に行う窓口を設置すること

(2) 犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができ

るよう、見舞金等の支給をはじめ、法律相談、家事や子育て等に要

する費用の助成、心理相談、転居に要する費用の助成などの必要な

支援を行うこと

(3) 関係機関等との連携をはじめ、人材育成、啓発活動等を行うこ

と

6 支援の制限(第 13条関係)

犯罪被害者等の支援を行うことが適切でないと認められる場合

は、支援を行わないことができることとするものです。

7 意見等の反映(第 14条関係)

犯罪被害者等及び関係機関等からの意見や要望等を把握し、施策

に反映させるよう努めることとするものです。

8 委任(第 15条関係)

1~7 に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

別に定めるものです。

9 施行期日(附則関係)

令和 8年4月 1日

3 スケジュール

令手口 8 年 1 月 ~2 月

令和8年3月

令和8年4月 1日

パブ、リックコメント実施

議会3月定例会へ条例案を上程、公布

条例施行
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清川村犯罪被害者等支援条例 (案)

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の趣旨にのっとり、犯罪

被害者等の支援について基本理念を定め、並びに村、村民及び事業者の責務を明らかにす

るとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定めることにより、当該支援のため

の施策を総合的に推進し、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに被害の軽減及び回復を図

り、もって村民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とす

る。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者で村内に住所を有するもの及びその家族又

は遺族その他これらの者に準ずると村長が認めるものをいう。

(3) 村民等村内に住所を有する者、村内に居住する者、村内に勤務する者、村内に在学

する者又は村内において活動を行う者をし、う。

(4) 事業者村内において事業活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。

(5) 民間支援団体犯罪被害者等の支援を行う民間の団体をいう。

(6) 関係機関等 国、他の地方公共団体、警察、民間支援団体その他の犯罪被害者等の支

援に関係するものをいう。

(7) 二次被害 犯罪等による直接的な害を被った後に、犯罪被害者等の置かれている状況

についての無理解による言動、配慮に欠ける対応、誹務中傷等によって犯罪被害者等が

受ける精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害その他の被害をいう。

(8) 再被害犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者から再び受ける被害をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んじられ、その尊厳

にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されるよう、配慮して行われるものとする。

2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、村、

関係機関等、村民及び事業者が相互に連携し、及び協力して推進するとともに、犯罪被害

者等が再び安心して暮らすことができるよう、途切れることなく行われるものとする。

3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉又は日常生活を害することのないよ7う、二

次被害及び再被害の防止について配慮して行われるものとする。

(村の責務J

第4条村は、前条に定める基本理念(以下 「基本理念Jという。)にのっとり、関係機関等
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との役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援のための施策を策定し、及び実施するもの

とする。

(村民等の責務)

第5条村民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び支援の必要

性について理解を深め、二次被害が生じることのないよう十分配慮するものとする。

2 村民等は、犯罪被害者等を地域社会で孤立させないように努めるとともに、村がこの条

例に基づき実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び支援の必要

性について理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、二次被害が生じることのない

よう十分配慮するよう努めるとともに、村及び関係機関等が実施する犯罪被害者等のため

の施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者l士、犯罪被害者等の就労及び勤務について十分に配慮するとともに、必要な支援

を行うよう努めるものとする。

(相談及び情報の提供等)

第7条村は、犯罪被害者等が日常生活文は社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪

被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及ひ。助言並び

に関係機関等との連絡調整を行うものとする。

2 村は、この条例に規定する支援を総合的に行うための窓口を設置するものとする。

(日常生活等の支援)

第8条村は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう、次に

掲げる支援を行うものとする。

(1) 犯罪等の被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対し、見舞金の支

給その他必要な支援を行うこと。

(2) 犯罪等の被害により法律上の問題に直面している犯罪被害者等に対し、法律相談の実

施その他必要な支援を行うこと。

(3) 犯罪等の被害により日常生活を営むことについて支障がある犯罪被害者等に対し、家

事、子育て等に要する費用の助成その他必要な支援を行うこと。

(4) 犯罪等により精神的な苦痛を受けた犯罪被害者等に対し、心理棺談の実施その他必要

な支援を行うこと。

(5) 犯罪等の被害により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等に対し、

転居に要する費用の助成その他必要な支援を行うこと。

(6) 犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、関係機関等と連携し、犯罪被害者等が置かれ

ている状況についで事業者の理解を促進するための措置その他必要な支援を行うこと。

(村内に住所を有しない犯罪被害者等への支援)
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第9条村は、村内に住所を有しない者が村内で発生した犯罪等により筈を被づたときは、

その者が住所を有する地方公共団体と連携し、及び協力して、第7条第1項に規定する支

援を行うものとする。

(人材の育成等)

第10条村は、犯罪被害者等の支援の充実を図るため、犯罪被害者等の支援を行う人材を育

成するための研修の実施その他必要な取組を行うものとする。

(民間支援団体への支援)

第11条 村は、犯罪被害者等の支援において民間支援団体が果たす役割の重要性に鑑み、当

該活動の促進を図るために必要な情報の提供その他必要な支援を行うものとする。

(村民等への啓発活動等)

第12条村は、犯罪被害者等が地域社会で孤立しないようにするため、犯罪被害者等が置か

れている状況並びに二次被害及び再被害の防止の重要性について、村民等及び事業者の理

解を深めるよう、啓発活動その他必要な取組を行うものとする。

(支援を行わないことができる場合)

第13条村は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合その他の犯罪被害者等の支援を行うこ

とが社会通念上適切でないと認められる場合は、犯罪被害者等の支援を行わないことがで

きる。

(意見等の反映)

第14条村は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、犯罪被害者等及び関係機関等から意

見、要望等を把握し、施策に反映させるよう努めるものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

附員り

この条例は、令和 年 月 日から施行する。
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I i主且主
清川村総務課安全防災交通係清水行
電話 046-288-1212
FAX 046-288-1767 
Eメール soumu申town.kiyokawa.kanagawa.jp 

清川村犯罪被害者等支援条例(案)の制定に対する

意見提出用紙

お名前

項目

(ご意見・ご質問の内容)

項目

(ご意見・ご質問の内容)

※ 恐れ入りますが令和8年2月 13日(金)までにご提出ください。



ー'

議会全員協議会資料

宮ヶ瀬湖フィッシング利用

実現可能性等調査について
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政策推進課



今後の課題と方向性

量丞遺藍墨書.

生息環境の適否
J放流により、継続的に釣果が
あがるほどワカサギが生息で
きるのか

集客や採算性の確保

〆調査結果は机上のものであり、
実際に集客や採算性が確保で
きるのか

ム 上記謀題を解決するため、まずは運営主体による実証が必要

取扱注意

地域活性化の推進
〆地元からは釣りだけではなく、
地域の周辺施設と連携した地
域活性化策が求められている

運営主体としては、宮ヶ瀬湖周辺地域活性化の役割を担うDMOである宮ヶ瀬財団が望ましい

E歯重E直直白昼ヨ

ザ〆県、地元市町村及び財団が、 鳥居原園地発着ワカサギドーム船で、採算
性、運営体制、安全面、環境面等の課題解消のための塞証蔓差を実施

J 釣りだけでなく、 宮ヶ瀬湖周辺地域の活性化につながる方策も実証事業
と並行して実施

〆国交付金の活用(活用不可の場合、事業縮小等の見直しを検討)

〆ローボートの導入及び他魚種は実証後の検討課題とする
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ロードマップ
| 取扱注意

京m!年鹿~

-・・・・・・・・・・宮ヶ瀬ダム周辺振興財団による 自走化を目指す E 
※実証の結果、採算性 ・運営体制 ・安全面 ・環境面等の課題を解消できなければ、撤退の可能性もあり目

P 

環境に最大限毘慮した釣り場及び地域活性化策の持続可能な実現

Kanagawa Prefectural Government 

女性や子供を含めた幅
】広い層の来訪者の増加

周辺の観光資源との連
動による域内消費喚起
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実問問査に係る説明会

宮ヶ瀬湖周辺地域のより一層の観光振興に向け、宮ヶ瀬湖

の湖面利用におけるフィッシングの実現及び地域活性化の

方策の検討について、国、神奈川県、相模原市、愛川町及び

清川村で令和3年度から取り組みを進めています。

つきましては、これまでの調査結果などをふまえた今後の

事業の方向性を周辺にお住まいの皆様にご報告し、また、ご

意見などをいただきたく、次のとおり説明会を開催します。

ご近所お誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください。

日時 令和8年1月30日(金)午後7時から

場所 宮ヶ瀬地区住民センター

内容 令和6・7年度で実施しています宮ヶ瀬湖

フィッシング利用実現可能性等調査の結果

をふまえた今後の事業の方向性の報告及び

意見交換を実施します。

問い合わせ O清川村政策推進課政策推進係 電話 288-1213

O公益財団法人宮ヶ瀬ダム周辺振興財団
企画振興課電話 288-3434
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こども誰でも通園制度について

令和8年 1月19日(月)

子育て健康福祉課



こども誰でも通園制度について

1 概要

子ども・子育て支援法等の一部改正により、乳児等通園支援事業(こども誰でも通閣制度)が創

設され、令平日8年4月からすべての自治体で実施することとなります。村では、令和7年度中に関

係条例の制定、事業の認可・確認等を行い、令和8年度から実施することを予定しています。

2 実施目的

全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家

庭に対し、多様な働き方やライフスタイノレにかかわらない形での支援を強化することを目的とし

ます。

3 制度内容

村は国の基準に準じて制度を実施しますが、詳細は次のとおりです。

項目 国 清川村

1利用対象者 保育所等に通っていないO歳6か月 国と同様の取級いとする

から満3歳未満までの子ども(就労 ※ 2歳児クラスで実施予定

状況は問わない)

2利用対象者の認定 利用者からの申請に対し、居住する 閣と同様の取扱いとする

市町村が認定

3利用時間 子ども一人あたり月 10時間を上限 国と同様の取扱いどする

4実施施設 乳児等通園支援事業の認可を受けた 閣と同様の取扱いとする

保育所、認定こども圏、小規模保育事 ※あおぞら保育園で実施予定

業所、幼稚園、認可外保育施設等

5実施方法 一般型事業又は余絡活用型事業 国と同様の取扱いとする

※余裕活用型事業で実施予定

6設備基準 設備運営基準第 21条又は第 25条に 国が定める基準に基づき条例を市IJ

定める基準に基づき、各市町村で定 定する

める条例を遵守する

7人員配置基準 設備運営基準第 22条又は第 25条に 国が定める基準に基づき条例を制

定める基準に基づき、各市町村で定 定する

める条例を遵守する

8単価 令和8年度 国が公布する公定価絡による

単価(子ども一人 1時間あたり)

0歳児 1，700円

1歳児2歳児 1，400円

9保護者負担 子ども一人1時間あたり 300円程度 国が示す基準に準じる

(利用料) を標準とし、各事業所で設定できる

1
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4 利用方法

制度を利用する場合は、子育て健康福祉課で申請を行い、認定を受けることで利用することが

可能になります。

O こども誰でも通閣制度利用の流れのイメージ ※こども家庭11'作成イメージ図

認定 三齢三
けま2つ i一一→I'I'JlIlllllflil I! 'I'J IIl~7 1 

，;>:元コードを 2次元コ ドを
際み取り 開始 読み取り、 健7
時婚を打刻 鱈刻を打刻

41  !?  
|議品開 予約 ト一一---1
面問自由こ 1.蜘 帽 ス t • 
函す醐 !立競争 l 利用 11 lW3l<コ

手どちの徹子をシステムに 'J用実績に応じて
入力 公贋分を~m __ 司、

1書哩7J

予約 三 三請求 > 
i 利用申請 I I利用者・ことち
石両蒜01'> 伊 情報の登録
マイナポータ凡品 冨 冨冨吉京宮言アa

主主主主ヲーピス ヱ誠暗紅白守
帯 電 思守 る伺竃を得た上で

: 利用者アカウントに
i ロクイシし、アレル

ギ-T窃を醐

喧3直記
事Ui君脅からの 利用者にアカ
甲信に易づき ウシト発行
実鎗

利用

面談実施可能枠

の童話革

-EE--a 

利用状況の把燈

E至lI~mi
-一一寸

5 実錨スケジュール

現在、国において検討が進められている状況ですので、国の動向を注視しながら、令平日8年度

の本絡実施に向け準備を進めていきます。

令手口8年 2月 ・子ども・ 子育て会議において説明

-事業の認可・確認に係る事務

・事業の周知1

3月 ・(仮称)清川村家庭的保育事業等又は乳児等通図支援事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の制定【認可基準条例】

. (仮称)清川村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業又は特定乳児等通

閣支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定【磯認基準条例】

4月 ・事業開始

以上

-2-



議会全員協議会資料

清川村幼保小中一貫校

施設整備基本計画の策

定について

令和8年 1月 19日(月)

学校教育課



(案)

令和 7年度清川村幼保小中一貫校

施設整備基本計画

令和8年月

清川村教育委員会
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法巳金l三

'-

本村では学校施設の老朽化、少子化が進む中、今後の学校規模の適正化や充実した教育

環境の整備を図るため、平成 30年 12月から幼稚園・小学校・中学校の保護者で構成する

「学校のあり方研究会」で学校の将来像を検討していただき、令和元年8月に「学校のあ

り方検討会」を立ち上げ、保護者やPTA、地域の代表、学識経験者等多くの皆様からさ意

見を賜り rI司一施設の幼・小・中の一貫校を新設するのが望ましし、」とし、う提言を受け、

令和 2年 7月の総合教育会議において rj青川にひとつの、清川らしい幼稚園・小学校・中

学校が一体となった新しい一貫校をつくりあげる」というみ針が決定されました。その

後、令和 3年には「幼・小・中一貫校施設整備検討委員会」を組織し協議を開始、同時に

ソフト同の「幼・小・中一貫校教育推進部会j において施設整備や教育目標・教育課程等

の提案を園、各校からいただきまとめました。令布14年度には「一貫校建設用地選定検討

委員会j を庁内に組織し建設候補地を選定いたしました。令和5年度には幼・小・中一貫

校基本構想(案)についてパブリックコメントを実脇し、!百l年「幼・小・中一貫校施設整

備基本構想J を策定し「幼・保・小・中一貫校施設整備基木計l図」策定の検討委員会を全

4回にわたり実施するとともに、同時進行で建設に係る測量;や用地調査も進めてまいりま

した。また、住民懇談会や検討委員会の中で、保育園はどういう扱いになるのかというご

意見が多く聞かれ、村の子どもが小学校で一緒に活動することを考I面、し、保育園・幼稚園

の同一施設という方向性で検討することになりました。これからの時代にふさわしい教育

を推進して子どもたらのためにより良い教育環境の後備が必要であると判断しています。

基木計画では、神奈川県内の木材利用と村内の森林・林業を活用して、子どもたちに優

しい温かみのある木造校舎を整備することを目燥に、 「子どもファースト」のコンセプト

のもと、この報告書をまとめることができました。今後は、パブ、リックコメント等を経

て、住民の皆様のご意見をいただきながら適正な事業推進ができますようご協力を賜れば

と考えております。

本計画Iの策定にあたり、様々な視点から貴重なご意見、ご提言をいただいた検討委員会

委員の皆様をはじめ関係された皆様に心から感謝を申し上げます。

r a 
令干日8年月

清川村教育委員会教育長

山田 一夫

唱-
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1 前提条件の整理

1)計画策定の目的と内容

( 1 ) 策定の目的

令和元年8月に立ち上げられた「学校のあり方検討会」がまとめた「同 施設の

幼・小・中の一貫校を新設するのが望ましし、」としづ提言を受け、令和2年 7月の

総合教育会議において「清川にひとつの、?古川らしい幼稚園・小学校・中学校が一

体となった新しい一貫校をつくりあげる」とし、う方針が決定されました。

それらを基に令和5年に策定された ri百川村幼稚園・小学校・中学校一貫校施設

整備基本構想、Jに基づき、学校規模の適正化や充実した教育環境の獲備を図るとと

もに、幼小中に保育園を加えて、保育(保育関)と就学前教育(幼稚園)での保育

教育成果を小学校教育へ引き継ぐ一貫性を持たせた体系的な教育方式を実行し、こ

れからの時代にふさわしい教育を推進していくため、現在村内にある保育園・幼稚

園・小学校・中学校を再編して、幼・保・小・中 貫校の整備に寄与する基本計画

を策定します。

※保育園は、これまでの幼小中一貫校と連携していくという位置づけから、令和6

年度からは幼保小中一貫校として一緒に整備していくと方針決定を行いました。

(2)計聞の構成

本基本計画は次の各項目より構成します。

1 前提条件の整理 2 基本計画の検討 3 今後の進め方と課題

1)計画策定の目的と内容 1)基本理念と目標 1)一貫校建設に向けた

2)前提条件の整理 2)導入機能 スケジュール

3)計画条件の整理 3)主要施設規模の検討 2)実務者選定について

4)施設配置の検討 3)計画の実現に向けて

5)施設配置の方針

6)施設整備の方針

7 )概算事業費の検討

8)施設整備費に係る財源構

成の想定

9) 青JIIらしさ、

木造・木質化の

学校づくり

1 0)計画の見直しについて

-3-



2)前提条件の整理

(1)清川村の教育環境の状況

①立地状況

本村の保育悶・幼稚悶・ 小学校・中学校は、令和6年 5月現在で、保育関2闘

(あおぞら保育園、おひさま保育園)、幼稚園 l悶(i初11幼稚園)、小学校2校

(緑小学校、官ケi願小学校)、中学校2校(緑中学校、宮ケi頼中学校)となって

います。

②児童生徒数

児童生徒数(特別支媛学級児童生徒を含む)は、令手口6年 5月現在で、保育

悶全体=30人(あおぞら保育園=27人、おひさま保育関=3人)、幼稚園ニ19

人、小学校全体=107人(緑小学校=107人、宮ケ瀬小学校=休校中)、中学校

全体=59人(総中学校=56人、宮ケ瀬中学校=3人)となっています。

③学級数・クラス数

学級数・クラス数は、保育園=9 クラス(あおぞら保育悶=0~5 歳児、おひ

さま保育関=0歳児のみ)、幼稚園=2クラス、 小学校全体=10学級(緑小学校

=10学級(うち特別支援級2学級)、宮ケ瀬小学校=休校中)、中学校全体ェ8

学級(緑中学校=7学級(うち特別支援級2学級)、宮ケi瀬中学校=1学級)

となっています。
(令和6年5!l1日時点)

小学校名 1 2 3 4 5 6 合計

児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児賓数 学級数 児章数 学級数 児童数 学級数 児童数 全学径数

緑小学校 16 11 16 

特別主撞学級 1 

宮ケ溜小学位 ※休校中

特別支撞学級

小学校合計

特別主撞学級

中学校名 2 

生徒数 学級数 生徒数 学級数

緑中学校 21 13 

特別支媛学級 1 2 

宮ケ刻中学綾 。 。 。
特別支揖学級

中学校合計

特別支揖学級

幼稚掴名 もも ゆり

園児数 学級数 園児数 学級数

滑JII幼稚園 2 6 

1組 1 3 

2組 3 

幼稚園合計

17 1 22 16 2 

1 2 2 1 

3 

生徒数 学級数

22 3 

2 2 

2 

さ〈ら

由児数 学級数

11 

6 

5 

-4-

20 

S歳児

園児iiT

2 

} 

107 8 

7 2 。 。。 o 
107 8 

7 2 

合計

生徒数 学級数

56 5 

5 2 

3 。 。
59 6 

5 2 

合計

園児数 クフス数

19 2 

19 2 

合計

園児数 lクラス敏
271 6 

30 
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④敷地面積

敷地面積は、

保育関=1， 424 rrf (あおぞら保育関=1， 180 rrf、おひさま保育園=244m')、

幼稚i頚=2，501rrf、

小学校全体=18，091 rrf (緑小学校=9，904rrf、宮ケij;Ji小学校=8，187 11f)、

中学校全体=19，042nf (緑中学校=12，253 111、宮ケ瀬中学校=6，789rrl) 

となっています。

⑤建築年

建物の建築年をみると、あおぞら保育閣は平成22年、おひさま保育園は平

成 28 年に建設、清川幼稚闘は昭和 63 年に建築、緑小学校は昭和 48 年~58

年、宮ケi額小学校は昭和 61年に建築されています。その後、改修、地築等の

工事が行われてきています。'1-'学校では、緑中学校は昭和 52年~平成2若手、

官ケ瀬中学校は昭和 61年に建築されています。

また、今回の計画で組み入れる学校給食センターは、平成元年に建築されて

います。

対象施設一覧表

、

返し !!;1It名称 線名祢 所復網島 a聖地面積 憧.. 隼 使用年数【年} 廷康面積 構適主体 耐."111 酎軍診断
司書.. ， .. " 指鷹 相隠 {却25年時点} ， .. " 実l!i伏現

'‘最小学後 後舎東捜 線ヶ谷2016 9鱒4 1973 昭和"年 52 1飢4 鉄筋コンクリート遺 1図面目鍵 実施携み

』ーー

2 積書車樟増聾 1982 昭和訂年 4J 25 舷筋コンクリート遭 続耐震 不要

トー
3 怯書西鐘 1982 昭和57年 4J 94' 蝕筋3 ンクリート遮 続耐震 不要

一4 屋内'"動喝 1983 昭和58年 42 942 鉄骨造 続耐.. 不要

5宮ケ細小学校 線舎 室ケ灘954-1 8.187 1986 昭和61年 39 3悶悶 怯防コンクリート遺 続耐. 不要

B緯中学校 校舎 螺ヶ替1933 12.253 1977 閣制52年 48 2.ωロ 鉱筋コンクリ骨トi阜 協耐震 実範ヨ野み

7 校舎東織 1990 平成2空宇 35 575 舷鰯2ンクリー ト;t 新耐虚 不要

s 屋内還動場 19" 昭和田年 41 関7 蝕鮪2ンクリート遺 新耐震 不要

9 宮ケ調中学校 校舎 宮ケ車954-1 6.789 1986 昭和町年 39 933 蝕筒コンクリー ト遺 続耐震 不要

トーー

10 屋肉量動場 1986 昭和制年 39 '" 自量筋コンクリート造 級制.. 不要

"学位給食センヲー 給食センター 煤ヶ谷2132-1 19闘 平成元年 36 244 儀4・週量 S房副霊 不要

12滑川幼祖個 毘舎 蝶ヶ醤2130 2.501 "88 昭和図書事 37 570 怯筋コンヲリート造 続耐震 不要

ーー

13 選厳重 "86 昭和白書写 37 191 銭骨造 .耐震 不要

"あおぞら保育園 聞舎 蝿ャ笹，，，.田宮・" 1.1剖 2010 平Ta22年 15 249 木造 斬耐震 不要

15おひさま保育園 園舎 蜂ヶ谷2140-11 24' 2016 平成2自年 9 67 木造 新耐震 不要

(2025年時点 :学校台帳を基に保育園情報を加築)

R
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(2)児童数の推移と推計

第3期清川村子ども・子育て支援事業計画(素案)によると、第3期計画期間中

の 18歳未満の推計人口をみると、一貫校施設整備基本構想の一貫校開校予定の令

和 11年には、 213人(令和 7年比/76人減)になることが推測されています。これ

によると、一貫校の対象左なる人口は、 200人を切る人数であることが推測されて

います。

.18歳未満の推計人口

単位.人

推計値
年齢

令和7年 令和8年 令和9年 令和10年 令和11年

0歳 B B 7 7 7 

1歳 10 7 9 B 8 

2歳 6 10 7 9 8 

3歳 10 5 9 7 B 

4歳 10 11 6 9 7 

5歳 15 10 11 6 9 

小計(0~5歳) 59 51 49 46 47 

6歳 18 13 9 10 5 

7歳 17 18 13 9 10 

B歳 16 17 18 13 9 

9歳 18 16 17 18 13 

10歳 22 18 16 17 18 

11歳 15 21 17 15 16 

小計(6~11歳) 106 103 90 82 71 

12歳 20 15 21 17 15 

13歳 21 19 14 20 16 

14歳 14 21 19 14 20 

15歳 21 11 17 15 12 

16歳 18 21 11 17 15 

正7歳 30 17 20 11 16 

小百十(12~ 17歳) 124 105 103 95 95 

合計(0~17歳) 289 259 242 223 213 

資料:本村の住民基本台帳データを基にした推計

(2025年 l月 10日 第3期清川村子ども・子育て支援事業計画(素案)より)

6-
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(3)上位計蘭の把握と課題整理

①教育基本法(文部科学省/平成 18年12月)

-昭和 22年に制定されてから約 60年が経過し、教育を取り巻く

環境が大きく変化してきている。

法律の目的 • r人格の完成jや「個人の尊重」など、これまでの教育基本法に
掲げられている普遍的な理念は大切にしつつ、新しい時代の教

脊の基本理念を明示するため、全面的な改定を行っている。

-幅広い知識と教養を身につけ、心理を求める態度を養い、豊か

な情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。

-側人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自

主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重

視し、勤労を重んずる態度を養うこと。

-正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるととも

教育の目標 に、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参爾し、その

発展に寄与する態度を養うこと。

-生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に容与する態度を養

うこと。

-伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が固と郷土を

愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与

する態度を養うこと。

②第4期教育振興基本計画(文部科学省/令和5年6月)

概 要|

社会の現状と

変 化

0平成 18年に全面改正された教育基本法に基づき、政府が策定す
る教育に関する総合計画です。

0今後5年間の国の教育政策全体の方向性や目標、施策などを定
めています。

O平成20年7月に初めての教育振興基本計画を策定し、以降、 5

年おきに第2期・第3期計画を策定。

0地方公共団体において教育振興基本計画や教育大綱を策定する
際には、国の教育振興基本計画を参酌することとされています。

O将来の予測が困難なVUCAの時代

(VUCA: rVolatility 変動性j、rUncertainty:不確実

性」、 rComplexity 複雑性」、 rAmbigui ty :暖味性Jの4つの単語
の頭文字をとった造語)

0少子化、人口減少、高齢化
。地球規模課題

0低い労働生産性、学ばない社会人
。国や社会に対する意識の低下 等
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2 つの

コンセプト

持続司能な社会の創り手の育成

・将来の予測が閤縦なH寺代に、未来に向けて自らが社会の自11り手とな

り、持続可能な社会を維持 ・発展させていく人材を育てる

・主体性、リーダーシップ、創造力、 課題設定・解決能力、論理的思

考力、表現力、チームワークなどを備えた人材の育成

日本社会に根差したウェルビーインクの向上

・多様な個人それぞれが幸せや生きがいを感じるとともに、 地域や社

会が幸せや些かさを感じられるものとなるよう、教育を通じてウエノレ

ピーイングを向上

・幸福感、学校やj也減でのつながり、協働性、利他性、多様性への理

解、社会貢献訟日哉、自己肖定感、自己実現等を調和的・ 一体的に育む
、

①グローバル化する社会の持続的な発展に向けて学び続ける人材

の育成

②誰一人取り残されす、全ての人の司能性を引き出す共生社会

の実現に向けた教育の推進

5つの基本的|③地獄や家庭で共に学び支え合う社会の実現に向けた教育の推
な方針l 進

④教育デジタルトランスフォーメーション COX)の推進

⑤計画の実刻性確保のための基盤整備・対話

目標1.確かな学力の育成、幅広い知識と教護・専門的能力・蛾業
実践カの育成

く基本施策>

C個別最適な学びと1制動的な学びの一体的充実・学修者本位の教育の打'{，
今後 5年間の|進 Oキャリア教育・職業教育の充実

16の目標と基|く指標>

本施策、指標 10 r勉強は好き」と思う児童生徒の割合の上国!JO 0大学と企業等とで
連脱して実施する、企業の課題解決や製品開発等を題材とした授業科

目の開設 (PBLの災総)を行う大学の割合の消Jm[新規1

目標2. 豊かなI~\の育成

く基本施策>

0， 、じめ等への対応、人権教育の推進 O体験活動・交流活ー到jの充実
く指標>
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O自分にはょいところがあると思う児童生徒の割合の熔加 O普段の
生活の中で、幸せな気持ちになることがある児童生徒の割合の増加

[新規) 0友達関係に満足している児童生徒の割合の増加[新規]

目標3. 健やかな体の育成、スポーツを通じた豊かなI~\皇の育成

ぐ基本施策>

0学校保健、学校給食・食育の充実 O生活習慣の確立、学校体育の
充実・高度化

〈指標〉

O毎日、同じくらいの時刻に寝ている、毎日、同じくらいの時刻に起
きている児童生徒の割合、の増加 01週間の総運動時間(体育授業を
除く。)が 60分未満の児童生徒の割合の減少[新規]

目標4.グローバル社会lこおける人材育成

く基本施策>

O日本人学生・生徒の海外留学の推進 O高等学校・高等専門学校・大
学等の国際化 O外国語教育の充実

く指標〉

O英語力について、中学校卒業段階でCEFRのA1レベル相当以上、高

等学校卒業段階でCEFRのA2レベル相当以上を達成した中高生の割合

の増加'0日本の高等教育機関及び日本語教育機関への外国人留学生
数38万人を目指していくとともに、卒業後の国内就職先(図内進学者

を除く) 6割を目指す[新規1

目標5.イノベーシヨジを担う人材育成

く基本施策>

0探究・ STEAM教育の充実 O理工系分野をはじめとした人材育成及び
女性の活躍推進 O起業家教育(アントレプレナーシップ教育)の推
進

く指標>

O自然科学(理系)分野を専攻する学生の割合の鴻加 [新規) 0全
国の大学等における起業家教育(アントレプレナーシップ教育)の受

講者数の噌加 [新規I

目標6.主体的に社会の形成に参画する態度の育成・規範意識の醸成

<基本施策>

0子供の意見表明 O主権者数育の推進

く指襟〉

0地域や社会をよりよくするために何かしてみたいと思う児童生徒の
割合の増加 [新規) 0学級生活をよりよくするために学級会(学級
活動)で話し合い、互いの意見のよさを生かして解決方法を決めてい

ると答える児童生徒の割合の培加
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目標7.多織な教育ニーズへの対応と社会的包摂

く基本施策>

。特別支援教育の推進 O不登校児童生徒への支援の推進 O海外で
学ぶ日本人・日本で学ぶ外国人等への教育の推進

く指標>

O小・中・高等学校等において通級による指導を受けている児Z量生徒
数の増加 O学校内外で専問機関等の相談・指導等を受けていない不
登校児童生徒数の割合の減少 O公立学校における日本語指導が必婆
な児蛍生徒のうち、日本語指導等特別な指導を受けている者の割合の

増加 [新規}

目標8.生涯学び、 活躍できる環境整備

く基本施策〉

0大学等と産業界の連携等によるリカレント教育の充実 O働きなが
ら学べる環境整備 Oリカレント教育の成果の適切な評価・活用

く樹立，>

Oこの 1年くらいの聞に生波学習をしたことがある者の割合の地加
。この 1年くらいの問の学習を通じて得た成果を仕事や就職の上で生

かしている、又は生かせると回答した者の割合の楠加 [新規]

目標9.学校 ・家庭 ・地域の連携 ・協働の推進による地域の教育力の
向上

く基本施策〉

Oコミュニティ・スクーノレと地域学校協働活動の一体的推進 O部活
動の地域連携や地域クラブ活動への移行に向けた環境の一体的な整備

O家庭教育支援の充実

く指撚〉

Oコミュニティ・スクーノレを導入している公立学校数の埼加 [新規1
・0地域学校防A助活動本部がカバーしている公立学校数の増加 [新規l
O子供をめぐる議題に応じた目標を設定し、その目標を達成した自治
体の割合の地力[J [新規1

目標1O.地域コミコニティの基盤を支える社会教育の挺進

く基本箱策〉

0社会教育施設の機能強化 O社会教育人材の養成・活躍機会拡充
O地域課題の解決に向けた関係施設・施策との連携

く指標>

Oこれまでの学習を通じて身に付けた知識・技能や経験を①家庭 ・日
常の生活に生かしている者の割合の向上、②地域や社会での活動に生

かしている者の割合の向上 O社会教育士の称号付与数の増加、公民
館等における社会教育主事有資格者数の楠加 【新規l

目標11.教青DXの推進・デジタル人材の育成
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く基本施策>

01人1台端末の活用・児童生徒の情報活用能力の育成 O校務 DXの
推進 Oデジタノレ人材育成の推進(高等教育)

く指標〉

O児童生徒一人一人の特性や理解度・進度に合わせて課題に取り組む場
面での ICT機探の活用頻度の鳩加 I新規1. OlCTを活月3した校務の
防率化の優良~l~例を十分に取り入れている学校の割合の附加 [新規]
O数理・データサイエンス・ Al教育プ甲グラム(応用基礎レベル)の

認定プログラムにおける 1学年当たりの受講対象学生数の上白川1 [新

聞]

目標12.指導体制・ ICT環境の整備、教育研究基盤の強化

く基本施策>

O学校における働き方改革、処遇改善、指導 ・運営体制lの充実の一体
的推進 OlCT環境の充実・教育研究の質l向上に向けた基盤の確立 O 

教師の養成 ・採用 ・研修の一体的改1fi.

く指標〉

O教師の在校等11寺聞の短縮 I新規 0 1人1台端末段境を円滑に運

営するための十分なザポー ト体制が構築されている自治体の事'1合の地

加 I新規1 0大学1111i!l!携に取り組む大学数の噌加

目襟13.経済的状況、地理的条件によらない質の高い学びの確保

く基本施策〉

0教育費負担の経減に向けた経済的支援 Oへき地や過疎地域等にお
ける学びの支援

く指標>

O全世帯と生活保謎世千Hの子供の高等学校等進学率の差の改善 0 1 
年間の経済的理由による高等学校の中退者数の減少 O全学生数等に
占める 1年間の経済的理由による、大学等の中退者数の割合の減少

0高等学校における学びの質向上のための遠隔筏業(教科・科目充実
型)によって行われる実施科目数の噌加 [新規I

目標14.NPO・企業・地域団体等との連携・協働

く基本施策〉

ONPOとの連携・企業等との連携 O関係省庁との連Ji'4

く指標〉

0学校に対する地l或や保護者の理解が深まったと認識している学校の
割合の僧1)日 [新規1 0職場見学(小学校)・職業体験(中学校)・就
業体験活動 (高等学校)の実施の割合の憎加 [新規l

目標15.安全 ・安山で質の高い教育研究環境の整備、児童生徒等の
陣確保

く基本施策〉
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0学校施設の整備ー私立学校の教育研究基盤の整備 O学校安全の推
進

く指標〉

O老朽化が著しい公立小中学校抱設の老朽化対策の実縮率の向上 I新
規I 0教育研究活動に著しく支障がある国立大学法人等施設 (ライ
フラインを含む)の老朽化対策の実施率の向上 O私立学校の耐震化
の推進(早期の耐震化完了 o学校管理下における隊容や重度の負
傷を伴う事故等の発生件数の減少

目標16.各ステークホルダーとの対話を遇じた計画策定 ・フォロー
アップ

く基本施策>

O各ステークホノレダー (子供を含む)からの意見聴取・対話

く指標〉

0国・ 地方公共団体の教育振興基本言I-r!!li策定における各ステークホノレ
ダー(子供を含む)の意見の聴取・反映の状況の改善 [新規]
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③第4次清川村総合計画(清川村/令和6年3月)

7.J<と緑あふれるI~\のふるさと

清らかな氷

宮ヶ i頑湖や丹沢のまf~大な自然に育まれた清流が創 り 出す渓流美

は、清川村の象徴です。

， 将 来 像
豊かな縁

丹沢山をはじめ、 村を取り囲む数多の名峰が見せる狗iかしい新緑

や四季折々の表情は、清川村の魅力です。

通い合うゆ

村民が村を愛し、村を想、う村民相互の紳は、清川村の誇りです。

基本目標1 自然と講和した美レい柑づくり

(自然、地球環境分野)

基本目標2 柑民と行政が共に歩む棺づくり

(生活・防災・j戚災分野〉

基本目標3 生j援を健康で、支え合いながら暮らせる柑づくり

(健康・医療分野〉

村づく りの

方 向 性 基本目標4 健やかに育ち、夢や希望が持てる柑づくり
〈教育・子育て分野〉

基本目標5 地域特性を活かした魅力とにぎわいのある村づくり

(産業・観光分野〉

基本目標6 柑民と行政が共に歩む柑づくり
(村民・行政分野〉

1子育て環境の充実

基本施策と取組み方針

①妊産婦への支援の充実

基本目標 4 妊娠、出産、子育て期の各段階に切れ目なく対応できる支援 ・

(教育・子育て分 相談体制を整備するほか、妊産婦の精神的な不安を解消するた

野) めのきめ細かし、支援体制を整えます。

の ②子育て世代・子育て世帯への支援の充実
概 要

子育て中の家庭や子育て世帯となり得る若年層に対し、聞や県

等とも連携し、経済的・ 社会的不安を解消するための支援・相

談体制を整備します。

③清川コ子が健やかに育つ環境整備

-13-



子どもの相談・支援機能を充実させるほか、子どもたちの居

場所づくりや交流の場を提供し、地域に愛着と誇りを持って

健やかに育つことができる環境を整備します。

2 教育環境の充実

基本施策と取組み方針

①地域・家庭との連携による教育の充実

幼稚園・保育関・小 ・中学校と、家庭、地域が連携し、子ど

もたちの健やかな成長を支えるための教育環境を整備し、地

域の子育てカの強化を図ります。

②幼稚園・保育園・小・中学校教育環債の整備

子どもたちが安心して学ぶことができるよう、適切な施設の

維持管理に努めるとともに、少人数学級の優位性を活かし、

子どもたち一人ひとりに新しい時代に必要となる質の高い教

育環境を整備します。

③幼・保・小・中一貫教育による清川らしい教育環債の僑築

幼稚閥、保育関から学校教育への円滑な移行と、地域・家

庭、世代聞の述。号に基づく清川らしい教育の実現のため、

幼・保・小・中一貫教育の構築に向けた具c体的な取組みを進

めます。

3文化・芸術の振興と承継

基本施策と取組み方針

①歴史・文化資源の保護

村内に現存する由緒ある神社や寺院をはじめ、 天然記念物や

有形 ・無形文化財など、貴重な歴史的資料を適切に保存し、

保護意識の啓発を図り ます。

②伝統・行事の承継

文化・ 伝統の承継に向けた担い手の椛保のため、 1肘¥;1¥¥Ijの交
流の場を拡大し、郷土に対する愛着や誇りを隙成します。

-14-
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④清川村教育大綱/第3期(清川村/令和5年4月)

基本 理 念
「子どもは未来の宝です」

~輝き・愛着・誇りを持って未来を支える人づくり~

大綱の期 間 令和 5年度~令和8年度

1自己実現を目指す自立した人間の育成

村の将来を支える子どもたちが、自分の人生を切り拓くため

に必要となる学力を身に付けることが大切です。

学校では、少人数体制の利点を生かし、子ども一人ひとりの

特性に応じたきめ細やかな指導を着実に実施します。そし

て、基礎・基本となる知識、技能の習得や学ぶ意欲を育みま

す。さらに、生涯にわたって自ら学び、自己実現に向けた目

襟を設定し、その達成を目指して行動する力を育成します。

2豊かなI~\と健やかな身体を備えた人間の育成

将来、子どもたちが、村に愛着と誇りを持ち社会生活を送るた

めに必~となる豊かな心と健やかな身体を育成することが大切
です。

学校・家庭・ 地域が連携を図り、人間として持つべき規範意識

を青少年期iに確実に身につけ、自己肯定感、自己有用感等を高
める教育を推進します。また、積極的にスポーツに親しむ習慣

基本指針
や健康の保持増進を図ります。そして、社会の一員として、生

命の大切さを理解し、たくましく健やかな身体としなかやで思

いやりの心を持って行動する力を育成します。

3社会の形成者としての資質の育成

将来、地域の担い手として活躍する人材を育成するために必

要となる教育環境を整備することが大切です。

幼稚|刻・ 小学校 ・中学校12年間の教育活動を通して、地域

の中で自己の成長を実感し、将来的に地域や社会に貢献するカ

を育成します。 一貫性を持たせた体系的な教育の実施に向け

て、 rj青川にひとつの、 j青川らしい幼稚園・ 小学校・中学校が

-{本となった新しい一貫校の設j&iを目指します。J

また、幼稚園、小学校及び中学校に設置した、コミュニテ

ィ・ 3スクーノレ(学校運営協議会制度)を中心とした広い視野か

らの教育活動を推進します。そして、地域全体で村の未来を担

う子どもたちの成長を支えるとともに、地域の伝統・文化につ

いての理解を深め、村を誇りに思う心を育成します。
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⑤清川村幼稚園・小学校・ 中学校一貫校施設整備基本構想 (令和5年 12月)

第 1節 一貫校整備に向けた経緯

基本構想の

基本構想では令和2年7月の清川村総合教育会議において、 rj古川

にひとつの清川らしい幼稚園 ・小苧校・中学校が一体となった新

しい一政校をつくりあげていくJと方針としている。

第2節清川村が目指す幼・保・ 小・ 中一貫教育

2-1*，1・保・小・中一貫教育と開校に向けた基本的な考え方

子どもの成長を教員が連携協力して、切れ目なく計画的に支媛

し、より多様な可能性を伸ばすため、幼稚園・ 小学校 ・中学校で

行われている教育線程を調整し、-J;-t性を持たせた体系的な学校

iWJl支で、継続的で安定的な教育活動が可能になります。めざす子
ども像を共有し育てるという視点で、子どもたちの教育を 12年
間継続して、切れ闘のない教育を推進 し、教育課程編成や系統的

な教育 ・学習を幼稚園、 小学校、中学校で一民して取り組みま

す。※保育園とは連携を進めます。

学力の縦突な定着、|盟児 ・児童 ・生徒の学習環境、社会性の7寄
成、 望ま しい自己訟識や規範意識の育成、 学級・学校不適応によ

る問題行動の防止等を進め、園児、児童、生徒の 「生きるカ」を

育成します。

概 要 I2-2幼・保・小 ・中一貫教育で期待される効果
・基本コンセプ ト

5学力の向上

幼fii，GlI・小学校 ・中学校 12年間の系統性を確保した教育課程を
編成実施し、子どもたちが 12年間で学ぶ内容を捉えた指導、少
人数を生かした、きめ細かな指導を通して学力の向上を目指しま

す。

sコミュニケーション能力の向上
異年齢交流の活性化、地域との関りを通じ、 コミュニケーション

能力を伸ばし、自己有用J惑を育みます。

5地域を愛する心の醸成
コミュニティ・スクールなど地域人材の教育力を生かし、各種行

事を通じて村を愛する気持ちの敵成を図ります。

2-3清川村一貫校の特色

・幼・保・小・中一貫教育の推進

1 2年間の-t:tした系統的な教育課程のもと、清川の子どもたち

を育てることができます。

eICT教育の推進
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タブレットの活用の~屈を広げ、 ICTの村づくり、幼稚園児から
中学生まで、タブレットを一つのツールとして学習活動に活用

し、↑古報活用能力の育成を図ります。

.遠隔教育の推進

教育の質を更に大きく高める手段として、学校問士をつないだ合

同授業や外部人材の活用、教員の指導や子どもたちの学習の編を

広げます。

・英語教育の推進

現在幼稚園児から中学生まで、 ALT (外国語指導助手)を活用

し、英語教育を進め、「開〈こと、話すことJを中心に、対話を通
して児蛍生徒の英語への興味・関心を深めコミュニケーション能

力を高める中で英会話力の向上を図ります。

・安全安心な学校生活

幼・保・小・中の教員が共通理解のもと、子どもたちの発達段階

を踏まえた教育を行し、ます。きめ制"かな学習指導や生活指導が実

現するようになり、子どもたちの学力向上や体力向上を進めま

す0

・様々な幼稚園・ 小学校・中学校の交流

園児と児童、生徒の関わりを通して、下級生は上級生への憶れ、

上級生は下級生への思いやりの気持ちをもって、他者を尊重する

心が脊まれます。

・教員の小中学校への相互乗り入れの効果

小、中学校の教員が互いに相手のさ子工校に行き、自分の担当教科や

持つ，ている教員免許(科目)の授業を行うことで、小、中学校関

の埋解が深まり教育効果が高まります。また、子ども達は様々な

人から認められることで、自己肯定感が高まり、自尊感情が醸成

されていきます。
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(4)学校教育を取り巻〈社会情勢

一貫校建設に向けた検討を進めていくにあたり、 子どもや学校教育を取り

巻く社会情勢と、それに伴い必要となる対応等を的維に捉えておく必要があ

ります。

そうしたことから、全国的な社会的な背景等を踏まえ、近年の学校教育を

取り巻く社会情勢を整理します。

①少子化の進行

人口減少や少子化が進行し、 子どもたちのふれあいの機会が減少するこ

とで、人間関係の構築や社会的ノレーノレを学校生活、地域社会の中で自然と

身につけ学んでいくといった社会生活の基盤を地う体験が減少しており、

人間関係の希薄化などから将来的なコミュニケーション能力の低下が懸念

されています。

②グローバル化・高度情報化の進展

社会や経済、情報のグローパノレ化が進展している中で、学校教育におい

ても異文化を理解し認め合う国際人として活動できる能力を身につけるこ

とが求められており、幼稚園や小学校で、の英語教育の充実・強化が図られ

ています。

さらに加速する高度情報化社会て、は、情報化社会に適応するための教

育、また、情報モラルに対する教育の重要性が高まっており、「知識基盤社

会」に対応可能な総合的な教育環境の整備が求められてきています。

③家族形成の変容・ライフスタイルの多様化

核家族化の進行、ライフスタイノレの多様化に伴い、家庭や地域社会も大

きく変化し、家庭の教育力の低下、地域活動の担い手の減少などが懸念さ

れています。

価値観の多傑化する社会においては、社会のノレール、モラノレ、マナーを

守るといった規範意識の醸成が求められてきています。

④犯罪の現場となり得る学校

学校施設において発生する犯罪には大きく区分して、「学校荒しJなどの

窃盗等による財産犯と、不審者等による児童生徒等に対する身体犯があり

ます。

特に後者については、 子どもたちに直接的に被害が及ぶ危険が高いた

め、学校施設・設備に対する防犯対策がE重要になってきています。
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⑤様々な災害等からの教訓

東日本大震災をはじめ、昨年発生した能登半島地震などの様々な地震や

水害等、また近年ではコロナ禍による未曽有の災害を経験した子どもたら

は、災害に対する恐怖と不安を脳裏に焼き付けたに違いありません。

しかし、そのことにより困難に直面しよラとも諦めることなく、状況を

的確に捉え、自ら考え行動するカの重要性が教書11としても残されました。

さらには、施設の耐震化や防災教育、環境改善などに対する意識が高ま

り、助け合いの心の大切さが再認識されてきています。
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3)計薗条件の整理

(1)整備計画予定地

." 
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(2)計画予定地および周辺の状況と課題

①土地利用の現況

現緑中学校用地は、北側に運動場を配置、その南西側村道沿いに茶畑の斜面を配

し、南西側lから北東側へ、体育館~校舎~校舎新館(東棟)の順に運動場へ面する

ように並べて配置されています。各々のゾーンの現況と特徴は下記の通りになりま
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南{)¥II村道{)¥IIに位置して傾斜の茶畑が広がっている。運動場}との段差が大きい。

現状、緑中学校用地外であるが、この部分も拡張予定計画地として組み込んで検討

する。

@運動場iゾーン

計画地内の最大の平地である。北側lは段差があり盛り土と擁壁があり、開発にあた

り、改修が必要になることが考えられるο

盛丞盗乙こと
ノ、ザードマップにおいて、土砂災害警戒区域に指定され、災害対策が必要になる。

渓流ゾーンは学校用地には入っていないため、本計画において大きな対策は必要な

いが、土石流等に対する建物側の工夫が必要と考えられる。

④既存体育館ゾーン
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南側村道に面した場所で、道路との間に擁壁が設置されている。

⑤既存校舎ゾーン

計画地内で最も使いやすい場所であり、 一貫校の計画でも中心的な場所になりう

る。

@姐盟主こと

現状、緑中学校用地外であるが、この部分も拡張予定計岡地として組み込んで検討

する。

計画地南東部に位置し、南側から北側|に而lかつて緩やかに階段状に下がっている畑

地である。広がりがある敷地で、新たなアプローチ道路等により利便性が高くな

る。

⑦周辺道路からのアプローチ

南側と来似1]の道路に面し、北側には、県道64号線からの現在のメインアプローチ

道路がある。南西側村道からは茶畑の端を下ってアプローチしている。

②法規制

寸前11村は全域が都市計画法による都市計画区域外であるため、計商地も問機。

・用途地域指定なし。

・都市計画区域外であるため、神奈川県建築基準条例が適用される。

・建蔽率=50%、容積率=100%(神奈川県建築基準条例)

-防火、準防火、建築基準法22条に係る区域の指定なし。

・都市計画法 開発行為に該当し許可が必要か確認必要。

調整池、 lti'儲楠の必要性有無の確認必要。

既存擁壁の既存不適格の有無の確認必要。

・神奈川県土地利用調整条例(消)11村の場合は Iha以上)に該当 0

・盛土規制法に基づく規制(神奈川県)

• Ij!iJ 11村開発指導条例

-自然公闘法:県立丹沢大山自然公闘区域

-災害予測l等.計画地での現復のグランドの北イlU]及び西側lにおいては、土砂災害

ノ、ザードマップ。です~I奈川県が指定した急傾斜地の崩壊による土砂

災害答戒区域(イエローゾーン)の範囲に含まれている。

また、運動場の北側1/3程度の範聞は、南西側山からの土石流に

よる土砂災害警戒区域(イエローゾーン)の範囲に含まれてい

る。

現状、計画予定地の緑中学校は、指定緊急避難場所に指定されて

いる。

-22-
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③道路等の撃備状況

・北東1WJ・県道 64号線から計画地へ入ってくる村道中里学校線が通っている。

.南西側:村道山岸外周線が通っている。

-南東側:県道 64号線の信号がある交差点、から南西へ上る道路が通っている。

-24-

1・



、

2 基本計画の検討

1)基本理念と目標

令和 12年度に開校目標とする幼・保・小・中一貫校は、園児 ・児童・生徒数の将来

設計並びに将来的なまちづくりの視点、も踏まえ※ 260人規模の学校とし、新校舎の建

設を進めます。また、新校舎の建設にあたっては、民間活力を活用するとともに、国か

らの財政支援(国庫補助金)等による財源確保にも努め、あり方研究会、あり方検討

会、各説明会でいただいたご意見等を踏まえ、さらに清川村幼・保・小・中 興校施設

援備検討委員会、清川村幼 ・保・ノl、.中一貫校教育推進部会での検討を受け、新校舎建

設を進めます。

※内訳 ①小学校@24人X6学級=144人(1学級の皇室備児童数)

②中学校@24人X3学級=72人(1学級の整備生徒数)

③幼稚園@11人 @保育園@33人(幼保ともに R7年の在籍数)

新校舎建設に係る基本コンセプト

・清川の木材を随所に使った校舎保育園・幼稚園・ 小学校 ・中学校 15年間を通じ、

地域の特色を生かした充実した学習環境

・学校、家庭、地域がつながり学校運営協議会を意識した交流ができる学校づくり

.安全安心で子どもが楽しく通える学校づくり

• r防災拠点、を意識した学校づくり

構想条件

・構想学級数

保育園6保育室、幼稚園3学級、小学校8 (2)学級、中学校5 (2)学級の 16 

(4 )学級、6保育室を基本とします。，;，()内は特別支援級数で内1主です。

-施設構想の条件

保育園、幼稚圏、小学校、中学校等が 1つの敷地に入る事を条件に、今後行う基本

計画にて示します。
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2)導入機能

(1) 基本的導入機能

I 屋内施設

1 学習関係諸室

a 小学校・中学校

・普通教室

普通教室は画一的でなく、学年や体格の違いに対応するとともに、居心地

の良い空間とするため自然採光を生かした明るくゆったりとした学習空間と

します。文科省の学級編HilJ基準では35入学級丘 していますが、総合計闘で

の将来目標人口などを鑑み、また、財政的負担など考慮し24入学級としま

した。

・特別支援教室

児童・生徒一人一人の教育的ニーズに応じた学習活動ができる教室配位と

意識します。また、 インクルーシブ‘教育をし、特別支援学級と通常学級がお

互いに交流を持てるような空間とします。また、個々のニーズに応じた適切

な教育を行うため、個別指導等多様な支援を行うことができるよう配慮、しま

す。

-特別教室

特別教室は、配置にまとまりをもたせ、動線にも配f革、した利用しやすいも

のにします。

-多目的室

複数の学級の児童または生徒を対象とする授業、 その他多機な指導方法に

よる授業を行う場

また、特別教室に限りがあるため例用できる部屋

.準備室 ・資料室

教材、教具及び児蛍・生徒の作品等を種類に応じ、分類して保管・管;理す

る空間

・学童保育室

授業終了後に子どもたちが利則する教室

b 幼稚園・保育園

-教室

幼稚閣の主な活動場所

.保育室

保育閣の主な活動場所

-26-
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2 体育館

・体育館

主に屋内で体育を行う体育館、儀式的行事、各種集会、発表会等の会場

3 生活・交流空間

-給食施設

給食の調理を行う調理室

.交流スペース

-テラス、パノレコニー

4 共通空間

・玄関、昇降口

出入口に配置される玄関で、上履きと靴を履き答えるところ

下駄箱、傘立て、スロープなどを配置

児童・生徒用とは別に職員・来1'(用玄関を配置

.トイレ、手洗い、流し、水飲み場

児童 ・生徒数に対応した男女別トイレ、手洗い場等

・廊下、階段、 EV

校舎内の水平、垂直移動の経路、避難路としても機能

.その他

屋外活動後等の足洗い場等

5.管理関係諸室

・教職員諸室/校長室、職員室

校長の部屋

校長の執務のほか、来客対応、地域の教育関係者との会合等に使用

学校職員が待機し、授業準備等を行う部屋

-保健室

健康診断、健康相談、応急処置等を行うための部屋で養護教諭が常駐

.相談室

児蛍 ・生徒と様々な相談等を個別に行う部屋

.事務室

学校事務を行う部屋

.受付・主事室

来訪者等の記帳や名札の受け渡しなどを行う場所
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-会議室

教職員が各種会議に用いる部屋

.職員用更衣室

職員の着替えに用いる部屋

.PTA室

学校PTAの活動や会議等を行う部屋

.トイレ、手洗い

児童 ・生徒用とは日1)に設ける峨員、来客者、 PTAが利用するトイレ、

手洗い場

・倉庫

学校施設の監理に必要な各種道具等を保管する倉庫

6. コミュニティ住民参加施設

E 屋外施設

1 校庭 (メイングランド)

校庭、逮動や遊戯を行う広場で、主に屋外での体育や、昼休みなどの遊び場と

してイ吏用

校庭の一角に、運動機能向上に資するブランコやジャングノレジムなどといった

据え置き型の遊具施設を設置

2 圏庭

幼稚園や保育闘における屋外の遊びや活動のためのスペース

子どもたちが遊びや運動を通じて心身の発達を促す場

3 サブグラウンド

小学校、中学校の運営上、校庭利用が重なるときや多様な部活動に対応

4 菜園

5. 遊具

6.緑地

7 駐車場、駐輪場

教員、来訪者、児童 ・生徒の送迎用の駐車場

給食食材搬入車両や大型車両への対応
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m.設備関係
1 照明設備

室内照明設備、屋外照明設備

2 幹線電力設備

3. 情報通信設備

映像系、音声系、情報系設備

4 給排水設備

給水設備、排水設備

5 空気調和設備

換気設備、冷暖房設備

6 防災設備

自動火災報知設備、屋内消火栓設備、消防用設備等

7 防犯設備

通信システム、連絡システム

8. その他設備

昇降機設備、廃棄物処理設備

9 再生可能エネルギー活用設備

太陽光発電システム、風力発'近、ンステム、バイオマス等
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3)主要施設規模の検討(1)施設規模の検討
品校・ 十"子'F.>C

耳目m長重ノ71、i歩a 室名 部霊
k窒

小学 11，，)事 nrri 
1m 

〔室 157rr iヲ品A当主錫

中学 IJJi:援 2 Irr 
Irr 
Irr 
Irr 

学習
関連

76m 

諸室
|η 

Irr 
量寸;) JrT 

Irr 
20m 
21 

i育室 W 

(トイレ・ 870町 l回
屋肉運動施設等

58町

生活交流空間
Irr 
W 

コ 円

--1 レ rr 
共有空間 i~童・ EV E 1宜 902町

Jrr 
トイレ

霊
ln 

管理関係諸室

躍謹 irr 

トィ レ(J11!t員・来客)

豆
6 9 
lrr 

I周 l宣 lrr 

屋外運動施設等
Pウンド

7グラウンド

i幼稚園分・類保育園
室名 亙藍 有害

1害 l
4嵩 1

BF Irr 
幼稚園 l宜 Irr 

盛l室呈

1器量
運{ 且 107rr 

JrT • 
』詰昏l
ヲ詩l
ヨ書きl
4古書l Irr 

保育園
5歳! 40rri 
c 7n 

置l宜 In 

萱
In 

-階段・ EV 置i宜 186 m 
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4)施設配置の検討

(1) 施設配置に係る各種条件等の整理

施設配置ゾーニングプランの検討を行う上で、敷地(土地)及び施設に校l

する計部条件とともに、木造校舎の建設に向けた検討事項について整理しま

す。

【各種条件】

項 自 内容

-高低差が大きく、擁壁工事を極力小さくなる

ょう考慮する。

敷 地 • 150mトラック、 75m走路を最低限篠保する。

(土地) -敷地北側は土砂災害警戒区域のため配慮が必

要。

-大型ノfスの転回スペースを確保する。

計画条件
-既存の建物を使用しながら建設を行う。

-闘舎(幼保)棟と校舎(小中)棟の 2棟構成

とする。

施 設
-木造校舎を条件に計画する。

-利用する木材は村材、県産(地域産)木材、

流通材を活用する。

-一貫校のため多学年編成となるため普通教室

の配置に配慮する。

. (既存)東棟の改修内容。

. (既存)体育館棟の改修内容。

-再生可能エネルギーの活用(太陽光発電等の
検討事項 導入)

-災害時における防災拠点機能

-臭気についてはE詩境基準を守られているが検
討する。

司ムミd
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(2 ) 土地利用計商の検討

現体育館棟及び東棟は改修し活用していく方針のもと、新設校舎の配置や

アプローチ、グラウンドの確保を検討しま した。

【A案】

校舎棟

，.，副

-①茶畑ゾーンの法聞の土留めを兼ねて校舎ゾーンを配置

・⑥畑地ゾーンは駐車場、サブグラウンド、困舎棟を配置

・⑤既存校舎ゾーンは②運動場の一部になり、 150mトラックと 100m直線走

路を確保

-既存校舎を利用しながら校舎新設が可能なように、建物建設を{半わず最後

に整備可能な運動場を⑤既存校舎ゾーンに配置
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【日案】

，..."掬

-⑤既存校舎ゾーン、⑥畑地ゾーンに、校舎棟を配置

・⑥畑地ゾーンは駐車場、サブグラウンドを配置

-①茶畑ゾーンに附帯施設、園舎棟を配置

・②運動場ゾーンは既存のまま配置し、 150mトラックと 100m直線走路

を確保

3
 

2
d
 



【C案】

""''''蜘
c._ 

口
口
回
世
口
口
口
一

:b・

-②運動場ゾーンと①茶畑ゾーンも一部に校舎棟を配置

-⑥畑地ゾーンは駐車場、サブグラウンド、園舎棟を配置

・⑤既存校舎ゾーンは②運動場の一部になり、 150mトラックと 75m直線

走路を確保

-既存校舎を利用しながら校舎新設が可能なように、建物建設を伴わず最

後に整備可能な運動場を⑤既存校舎ゾーンに配置
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(3) 施鐙配置の倹討と比較

elll!比・tl・耐

配置案

敏室11纏(普通敏室} 保光

動線 アブローチ ー通学路

織肉動線

安全性 後継の見通し

土砂虫害警捜区培

ゲフウンド H'伐

日影

周辺環境 東側住宅への影響

駐車場盤舗 台歓喜.保

既存施陸海剥周

撞柚高さ 小中校舎

幼権園保育園舎

建築鑓後

地喰利用の考血

災書碕の考慮

造成エ・.

理Iltコスト

エ司区中の仮校舎

総合宿偏 (0の歎}

A案

東西樟先と怠る 4包

既東存側道の路南か側道らの路アカプら斜ロー面チを通、通過学す路る益動保綿償保 。
サブゲ7ウンドと由連慌がしやすい '" 
職員室から東四アブローチ 'グランドが見通せる 。
区峨を避けて直納Ii!III!しており能書小 。
時..トフ7ク.，"'"直綿を確保 。
校舎の影が11ちる A 

近措して撞物損~".すく怠い 。
1∞台未調 '" 
既存体育館を再利用 。
2階建てで世々匡迫感あり a 

E階撞てで圧迫感少ない 。
3階建てであるがコンパクトのため冨ペ底面楠小 。
2ン暗ゲを地塙利用可能櫨能をまとめて昆置し、明確にソ~ 。

越害鍵時所の仕と方してが明の体倹育館と敏舎棟が瞬倒産に分擁しており災 。

現駐車茶畑場a建sの働後"舎の皐練周成iりSの必造要成工司匹量大 4主

面積大により不利 '" 
茶用畑や手に軒間続が舎小を姐蝕するため、信位控舎不要で引起し費 。

11 

.，長 c，医

前係先となる 。南保光となる 。
東既側存道の路剤師側か道らの路アかプら斜ロー面チを遭.通遇学す路る動確保鎗確保 。東既側存道の路南か側道らの路アかプら斜ロー面チを通.過過学すEるS確動保様砲保 。
"倒と北倒I客離がりに〈い '" 東側と北側lま繋がりに〈い '" 
'グR員重から昆東側量アブロ 予の見通しが図鑑
ランドも しが国雄 '" ..重から東倒アブロー予・ グランドが見通せる

。
区属を避けてJI柚配置しており島署小 。北側ー都がイエローゾーンに近い '" 
15伽1トフvク・ 100田tlllを砲保 。15伽 トヲヲク ・75曲直締を種保 '" 
校舎の影が落ちる '" 校舎が2暗蹟てであり彫の膨響少ない

。
近1Iして腫物需し膨響す〈主い 。近惜して植物掃し酔響す〈唱よい 。
"同台以上 。1ω台衆浴 '" 
既存体育館を再利用 。既存体宵館を再利用 。
3階遮てで1>.圧迫感あり 企 低層(2階姐て}で圧迫檀1>ない、竃雄土も有利 。
2措撞て・地盤の高い位置で圧迫感あり '" 2階蝿てで匡迫畢少ない

。
3暗檀て{一郎4階建て}で動組あ忍ため延ベ底面郁夫 '" 低層であり勘組面積が少おいため延庫面積小

。
南三欄ンにヴ地場利用可能櫨触をまとめて配Eし‘明殖にゾ一 。酋確側にに地嘱利用可申E揖能をまとめて配置し‘投書とは明

ゾーニング
。

通害院総時所の仕と方しがての明体快育館と紋舎様が明確に分測量しており災 。選害服情所と方しての体検育館と校合繍が明確に分a躍しており災
の仕が明

。

現駐車有廃知犠舗霊のa援'"舎の造練周成は'Jの必M要tht工事量:>; A 現駐車茶，積a盤'"側と題郁aのE進を取信託はる必こ要とで造成工夢小 。
階数酋積大により不利 A 低置でありコスト的にかなり有利 。
線ゃ小手学聞棺大や便用していない校舎を事l用するため、引越し

'" 
現引起グラ債ウンやドに手振間絞が舎を"1えするため.仮惣校舎不要で
L 用，'，

。
s 14 



いb
o、

5) 
rc案修正前」lIi置配置白方針

(1)施霞E置の釜本方針
施政配悶の J.\本的なゾーエノグ'岩。 )C~~を J占本に、，e，j!t1な各師施設について.そ円晶!~~ω)]針や主型な;n五叩は次向通りになりま寸 ，

ゾーニン グ'指については、胞，世111憾の必，どを踏まえて脳『世配ii"Iの概ねの考ぇ 1)"を不したものであり 、ノパ丸.m唱の配ii"~等を検討しながb、只体1ドJな施，ì!.td~i(~ゃ地.世形状等について凶作仰な検討を進めて

いくものとしま寸一。

業令和7年Z月27日の第4回滑川村幼保小中一貫校施敵整備検討豊島員会では次の rc察jの施陸直置がよいとされましたが、その後、開宛併111可関係の確抱、協司直を行ったところ

rc案』は開猪行為に舷当し、総事業費や事業実植の工事期間輔が大幅に唱える見込みとなったため次ベージの rc案修正Jに変更しました』・醐

ザヲグ，ウシド
祉>~

.ν. U 醐



Sr.l.')抽

叫す112~G

らい7醐

四日ぬ

l
ω
4
1
 

サブグラワン下
世田

一

C案の修正筒所
①小中との連携を図るなどため園舎棟を体育館棟右横のお茶畑に移動しました。
②校舎棟を現在の緑中学校敷地内に納めるためグランド側に下げました。そのためグランドも下がり
東棟を取り壊すことになりました。

rc案修正後」

「最終案」
S=lj800 



【I展肉施設】

施設郡 主な施設 施設配置方針 主要諸室等

玄関 学!ttと児童 ・生徒の動

昇降口 市Rを分ける
入口・ 生徒の行革JJを見守りや
管理諸室 職員 すく、かっ出入り 口を 校長室、職員室、

管理諸室 管理できる位置に配置 保健室

する

南面の採光と外気に接

普通教室
するように配置 小学 1-6年生 6教護

小学校 ・中学校のフロ 中学 1-3年生 ー3教室

アを分ける

一般開放しやすいよう

に、普通教室と区画し 美術教室、程科教室、

特別教室 やすい位置に設ける 音楽教室、図工教室、

準備室は特別教室と隣 家庭科教室

後させる

特別支援学級 普通教室と隔離しない 特別支援学級4学級

多目的室 特別教室の近くに配置

教室
学童保育室 束事liに配置

搬出入口の動線を生徒

や歩行者の動線と分け

給食室 る

食材搬入車、給食配送

車の走路確保

各階にみんなの トイレ
みんなの トイレ、生徒

トイレ
を一つ配置

用トイレ、職員用 トイ
各教室からアクセスし

やすい位i涯に設ける
レ

階段
一方向避難ができ、か
つ各教室から 50m以内

エレベ-9ー
の距維に配置する

廊下 有効幅 2.5m以上とる
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【E屋外施設】

施設郡 主な施設 施設配置方針 主要諸室等

放課後や授業等で使用

校庭
していないときは、

150mトラック
子どもたちの遊び場、

(グランド)
地域コ ミュニティ活動

75m直線走路

の場としても利活用

運動施設
部活動やカ リキュラム

上グランド使用が重な

サブ るときに利用

グラウンド 行事の際には駐車場と

しでも使用できるよう

整備

菜閤 菜園
小学校の普通教室から

見える位置に配置

車の転回 大型ノミスが方向転換で

スペース きるよう配置

敷地外から安全に昇降

歩道 口までアプロ チでき
駐車場・車路 るよう計画

駐車場
児童・生徒と車両の到j

駐輪場
線が交差しないよう、 駐車場 100台分

昇降口から同ftす

西道路からアクセスし

エントランス
正門

やすい位置に配置

-門扉 児童・生徒が利用する

正門はIか所とする

敷地・道路
フェンス

|弊地にボールが飛び出

境界都 さないよう配置

児童・生徒が道路に飛

ひ1吐iさないように周囲
植栽 植栽 に配置。建物の外壁か

ら3m以上の通路を礁

保する
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6)施設整備の方針

施設配置の方針等を踏まえ、木造校舎建設に架かる各種施設等の整備の方針を

次のとおりに設定します。

方針の設定にあたっては、「小学校総設整備指針J(R4. 6文部科学省)に示さ

れる各室計画に準拠しながら、施設の機能的 ・効果的な利用に配地:するものとし

ます。また、災害時に一部地主難所として利用寸ることも考えられるため、この点、

を含めて検討を進めます。

I 屋内施設

1 学習関係諸室

a.小学校 ・中学校

①普通教室

-各学年を基本に集約的に配鐙し、多機な学習形態に対応する机、ロッ

カーなと、が配置可能な面積、形状とする。

・十分な採光、通風等に配慮し、児童が快適に心地よく学習、生活でき

る環境を確保する。

・学習に必要な各種設備を適切に設置する。

②特別教室

・美術教室、理科教室、音楽教室、図闘工作教室、家庭科教室、図書室を

配置する。

・各教室での学習内容、利用方法等に応じ、児童 ・生徒が安全に、かっ

効果的に学習できる適切な規模、形状とする。

・各授業の準備や機材、作品等の保管場所などとして利用できる準備室

を併設する。

・実験設備や音響設備、工作機械、調狸設備等教科内容に応じた必要な

設備を配置する。

~特別支援教室

・児童・生徒の障がいの状態や特性等に応じ、特別支援学校施設盤備指針を準

用する。

・障がいの状態に応じた教科指導や、防がいの状態の改善・克服を目的

とする指導等の多様な学習活動等に柔軟に対応できる空間を総保す

る。

-障がいの特性を考I語、し、十分な安全性を確保することのできる位位、

室内環境を確保する。
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-障がいのない児童・生徒との交流及び共同学習への対応を考庖'し、{也

の普通教室、多目的教室等との関連に留意する。

・職員室及び保健室との連絡、 トイレ等との連絡を念頭にした位置とな

るよう配置する。

③多目的室

・他の学習空間との役割分担及び機能的連携を十分検討し、学習内容や

学習形態等に応じ、適切な面積、形状とする。

-地区の特性を踏まえ、今後の児童・生徒の動向に伴い、必要となる普

通教室としての活用を視野に入れる。

④準備室・資料室

⑤学童保育室

東棟を活用する。

b 幼稚園・保育園

①教室

a:保育室

2 体育館

①緑中学校の既設体育館を改修して使用する。

②緑小学校の既設体育館を第2体育館として改修して使用する。

※村の指定避難所として必要な改修を行う。

3 生活・交流空間

①給食施設

・騒音、臭い等により学習活動に支障を及ぼすことなく、また、食材搬

入車両が進入しやすし、位置とする。

・食中毒令の原因となる雑菌等の発生を抑制し、衛生管理を行し、やすい施

設として計画する。

-電気調理器や残J査の活用を図る。

②交流スペース

③テラス、バノレコニー

4.共通空間

-41-



①玄関、昇降口

②トイレ、手洗い、流し、水飲み場

・教室の児童・生徒が利用しやすい位置に2箇所ずつ配置する。

・93女別トイレ、障がいのある児童・生徒、教職員及び災害拠点として

の役割lを踏まえ高齢者、障がい者等の利用に配慮した多目的トイレを

一体的に配置する。

・教職員j羽や来賓用のトレイは、児童 ・生徒周とは日IJに管理・諸室鮮に

配置する。

③廊下、階段、 EV

-各積情報の掲示空間、作品等の展示空間等としての活用を図る。

・できる限り自然光を取り入れるなど、明るく心地よい廊下空間となる

よう配婦、する。

-児童・ 生徒が安全に行き来できるI幅員を確保する。

・車精子使用者や怪我等により階段利用が困難な児童・生徒等の安全な

移動手段としてエレベーターを階段と隣綾して設置する。

・体育館は避難所になることも踏まえ、直接入場できる階段やエレベー

ターの設置を検討する。

④その他

5 管理関係諸室

①教臓員諸室/校長室、職員室

・屋外運動場やアプローチ部分などの見渡しがよ く，校内各所への移動に便利

な位置に計画する。

-学習関係諸室等に近い位置に計画する。

1 ②保健室

・日照、採光、通風、換気、音の影響等に配慮した良好な環境を確保する。

・屋内外の運動施設との連絡がよく、児童 ・生徒の出入りに使利な位置に計画

する。

・救急車， レントゲン車などが容易に近接できる位置に計画する。

・職員室との連絡及び便所等との関連に |分留意して位置を計画する。
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③相談室

g受付・主事主主

・校長室、職員室、外来者用玄関、受付等との連絡のよい位置に計闘する。な

お、校内の各種設備の集中管理等を行う場合には、校内各所への移動に便利

な位置に計闘する。

⑤会議室、応後室

⑥職員用更衣室

⑦トイレ、手洗い

③倉庫、機械室

6. コミュニティ住民参加施設

E目屡外施設

1 .校庭 (メイングランド)

• 1周 150mトラック及び75m直線コースを最低限俄保する。

・運動競技に支障のない箇所に、鉄棒等の運動施設やプランコ等の遊具施

設を配置する。

・校庭面については、適度の保水性と良好な排水性を確保する。

・表層部分については、けがの防止、維持管理の方法、砂ほこり等の飛散

防止等に十分配慮しつつ、運動に適した材質を選定する。

-校庭に面して水飲み場、手洗い場を設置する。

-校舎の破損等防止にための乏球ネット等を必要に応じて設置する 0

.地域開放利用を図る。

-夜間使用が必要な場合については、適切に夜間照明施設を設置する。

2 圏震

3.サブグラウンド )

-校庭面じついては、適度の保水性と良好な排水性を確保する。

.車両が侵入しても耐えうる仕上げとする。
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7)概算事業費の検討

(1) 事業費の考え方

1 近年の公共事業における事業費の状況

ここ 1~2年の間で、 建設資の高騰が激しく、公共事業の事業費、予算の

増加の傾向にあり、予算をi曽川lしても公共事業の入札において不調になるこ

とが多くなってきています。考えられる原因としては、資材の高騰、職人、

現場監管等の人材不足による人件費(施工 ・手間資)の商勝が挙げられま

す。これは公共事業のみならず、民間工事においても同じ傾向です。

2.事業費の算定の考え方

・造成'I!t

各案の切り盛りの概略の造成言I-i商を1i'，、算定します。

.校舎棟

3階建て学校は特定準耐火建築物(1時間準耐火+木三学の条件)の適用

があり 、 もしくは、 l 階~2 階建て 2000nrを超えは準耐火建築物の適用が
あるため、同等の性能の RC造の事例で算定します。

-幼稚園、保育園舎棟

上層階に保育室を設けると耐火性能の適用があるため、 2階建てもしく

は平屋建てとし、耐火性能の適用がない木造と して算定します。

-体育館棟

すべての案を既存体育館改修として算定します。

.既存解体工事資

アスベストiilM査対応を含んで算定します。

・絞庭外構整備、駐車場工事

舗装などの仕上げなどで算定します。

・設計監理、開発許可申誇業務

公共施設に対して国交省で制定している基準で算定します0

.各磁調査~!i: .手数料

必要と想定される費用を算定します。

.家具

新規に整備するという前提で、各案ともに同額で算定します。

.予備費
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今後の協議進行により開発許可により必要となってくる構造物や、予期

せぬ必要性が出てきた場合の予備費として 5%程度見込みます。

・物価高を考慮

現状の実績などで算定する事業授は、 2024 年~2025 年時点の価絡であり

実際に実施される事業年度を考庖、して物価高を考慮した事業授を算定する

必要があると考えます。今後の建設費の状況が正直読めないところではあ

りますが、現状から下がることはないと予想され、予備的な意味で 10%

程度を見込んでおく必要があると考えます。

3 事業費縮小の検討

事業費を申告小する目的で、 下記の視点、での検討の必要はあると考えます。

1)造成費の掛からない配置計画

2)建築費を抑える建築計画I: 2階建て程度の低層化など

3)幼稚闘、保育園の併設の再検討:子ども闘として 体化、

整備4年度を次年度に見送るなど

4)学校建築のスリム化各教室や特別教室の規模の見直し縮小の検討

5)体育館の既存利用 既存を利用し改修するとしても改修内容のスリム化

(2) 事業費の検討 A案 B案 C案の総事業費

項目 備考

造成工事費

校図舎工事費(小中)

校園舎工事費(幼保)

体育館改修工事 空調・床仕上げ照明改修工事のみとする

東校舎改修工事

既存建物解体工事費

校庭外構整備工事費

駐車場工事費

設計監理料 告示8号(学校・木造加算)・宮庁積算含む・改修含む・追加業務10%

開発設計許可申請業務 事務所協会算定指針 ・面積は中学校敷地の2倍と想定

各種調査費・手数料 地質・土壌・電波障害・アスベスト調査・確認申請など申請手数料

家具

予備費 事業費の5%と想定(開発許可対応他)

物価上昇 事業費の10%と想定

総事業費 'A案 ・66，6億 日案 67，2億 C案62.8億
」ー

※ rc案』を修正した、 rc業修正Jの総事業費lまP48に記織しています。

rc案修正前」
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-事業費見直し後の清川村幼保小中事業費概算 C案修正

【税込】

NO 項目 備考

1 造成工事費

2 校舎工事費(小中) (小学校24人教室、 中学校24人教室)

3 園舎工事費(幼保)

4 体育館改修工事 空調 ・床仕上げ・照明改修工事等

5 既存建物解体工事費

6 
校庭 外構整備工事

貨

7 駐車場工事費

B 設計監理料

9 開発設計許可申請業務

10 各種調査費・手数料 地質 ・土壌・屯波障害 ・アスベス ト調査 ー確認申請など申請手数料

11 家具

12 予備費

C議修正後 49.3傭

前ページで算出した事業費を基に施般11備費に係る財政シミュレーションを実施Lました

が、建I!t物価等の高鵬などにより、あらためて全体事業費の見直しが必要になり、小中学校

の1学級あたりの想定人数を35人から24人に修正するなどして事業貨の圧縮を図りまし

た.

rc案修正後」

「最終案」
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聞施設整備費に係る財源構成の想定

(全体図)

8) 

i交付イ般
源

L一一一一」
. ‘一一一一一

学校教育施設等整備事業債

※悶庫対象事業額から国庫補助を引いた 90%

(交付税措置率 70%)

一
般
財
源

般財源交付税

• 
一
般

財

源

国庫対象事業額

国庫補助

~~国庫対象事業額の

1/2 

-・

市惨

公共施設等迫正管室推進亭ヨこ(fて

・同Ti':rj三当:'，81:' '-:げ I;~ ~-:. O.ノ90".

(寸fJ ~itJ許百三 50 0{l)

-主に活用する国庫補助

公立の小学校、中学校などを適正な規模に統合するために必要となる校舎等の新築等に要する絞資

の1/2を負担する「公立学校施設整備費負担金|、また、公立の義務教育諸学校等の施設に係る改築

等の事業の実施に要する経費に充てることができる「学校施設環境改善交付金jの2つの補助事業を

幼保小中一貫校の施設整備費の財源、として想定しています。

「公立学校施設整備費負担金」の対象となります「校舎等の新築に要する経費jは、学級数に応じ

た必要面積に国の定める建築単価を乗じて算出することになります。

必嬰面積の算出の際には、通常級以外に必要となる「特別支援学級jや「特別教室Jを加えるととも

に、 援備を計画しています「学校給食施設jや 「幼稚園jについても同様に算出することで負担金が交

付されることになります。

また、「屋内運動場jの改修につきましては、現在の緑中学校の体育館を対象として、「学校施設環

境改善交付金jの活用を見込んでいます。

国活用する事業債

国産対象事業額から閏庫補助を除した費用については、そのうちの 90%に充当できる 「学校教育施

設等整備事業債」の活用を想定しています。当該起債は元利償還金の 70%が普通交付税に算定される

ことで、村の財政負担を大きく軽減することができます。

また、国庫対象事業額以外の費用については、学校等を含めた公共施設等全体の効率的な活用に向

けて、長期的な視点をもった更新・統廃合，長寿命化などの取り組みを推進することを目的とした「公

共施設等適正管理雄一進事業債J* (充当率 90%・普通交付税措置率50%)の活用を怨定しています。

灯公共施設等適正管理推進事業債jの現段階の適用期間は令和8年度までとなっておりますが、現在、

適用期間の延長が検討されています。
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-将来的な財政負担

上記の国庫補助及び事業債の活用により、村の将来的な財政負担については一定の見通しが立って

いますが、不安定な世界情勢の影響や急激な円安の進行に伴う燃料価格、建築資材価格及び人件費な

ど、物価の高騰が引き起こされたことで施設整備費の増大などの不安要素も認められます。

また、国が定める「公立学校施設整備費負担金」における建築単価については、昨今の状況を受け

て毎年約 10%ずつ上昇していますが、 実際の施設整備と国庫補助における建築単価には依然として大

きな話離が生じています。

他にも、子ども ・子育て分野、環境分野及び防災分野なと。施設整備に活用できる各種補助事業を精

査し、必要な財源を確保することで、村の将来的な財政負担の軽減を図ります。
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9)清川らしさ‘木造・木質化の学校づくり

清川村の豊かな自然に図まれ、日当たり、風向き、景色など最大限の魅力が

引き出された学びの場所となるよう計画していきます。

木造はRCの耐用年数47年に比べ22年と短いが、適度な修繕を繰り返して

いくこと何百年ももつことが知られています。奈良の法隆寺や長野の松本城な

ど当時のまま残っている木造建築物です。近年木造の良さは見直されており、

学校など公共建築物に利用されるようになっています。

また、最近の研究では木の学校の効果として、心理面ではストレスの緩和、

作業効率の向上、居場所の確保、健康面ではけがの防止や足腰の負担の軽減、

学校への!愛着など研究結果として報告されています。

ìí~川村においても新たな木造校舎には、床・墜・天井・建具・家具などの内

装部分についても木質化を進め、木の持つ浪かみに包まれた学習・生活環境を

創ります。

適切なバランスで木造・木質化を行うことで、室内の明るさを確保しつつ、

授業中の子どもたちの疲労症状や教師の蓄積的疲労を緩和し、木の持つ香りの

良さ、落ち着く気持ちが良いなどの情緒的な安定を与えることができるほか、

断熱や通風、日射遮断の工夫により穏やかな温熱環境を形成することで、湿度

のばらつきも抑えることが可能となります。
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令和6年度第4回清川村幼保小中一貫校施設整備検討委員会では、 P36のiC

案修正前jの施設配置計画が多くの委員から支持をいただきました。

その後、事務局でiC案修正前」を基に開発許認可関係の関係機関と確認、協議

を行ったところiC案修正前」は開発行為に該当する可能性が高いことがわかりまし

た。

開発行為に該当した場合、総事業費や施設整備の工事期間が大幅に増える見込

みとなったため、あらためて役場庁内で再検討を行い、検討結果を令和7年度の清川

村幼保小中一貫校施設整備検討委員会で説明し、 iC案修正前」を P37のiC案

修正後」に修正することでご理解をいただきました。

また、「陀C案修正前」の事業費で

ろ、現時点では建設物価等の高騰などにより、あらためて全体事業費の見直しが必要

になり、小中学校の l学級あたりの想定人数を35人から24人に修正するなどして事

業費の圧縮を図りました。

こうした関係機関との協議や事業の見直し、財政シミュレーションなどに多くの時間

を要したため、基本計画(案)の策定が遅れ、全体の開校までのスケジューノレが約1年

間遅れることになりました。

10)計画の見直しについて
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3.今後の進め方と課題

1)一貫校建設に向けたスケジュール

一貫校の建設までの全体的なスケジューノレについては、以下の流れを想定して

います。

令和 7年度の基本計画を踏まえ、令和8年度からは設計施工実務者を選定する

ための要項づくり、実務者選定を行います。

令平日9年度に具体的な設計段階として基本設計及び実施設計を実施します。

令和 10年度に建設工事に着手・令和 11年度に完了し、令和 12年度に新校

舎として開校してし、く予定でいます。

また、配設計画にも寄りますが、校舎の解体等を開校後進めていくとともに、

新たな校庭、外構の整備を進めます。

ただし、用地の拡張に伴い、各種調整が必要にあることが大いにJ考えられ、関係

機関との密な協議、調整を行うことにより事業工程を計画する必要があります。

【スケジュールの見直しについて】

算出した事業費を基に、施設整備費に係る財政シミュレーションを実施しまし

たが、建設物価等の高騰などにより、あらためて全体事業費の見直しが必要にな

り、小中学校の1学級あたりの想定人数を35人から 24人に修Eするなどして

事業費の圧縮を図りました。

その上で再度財政シミュレーションを行ったところ村の将来的な財政負担に一

定の見通しが立ち、今後も一貫校建設事業を進めていく見通しが立ちました。

こうした事業費の見直しなどに時間がかかり、基本計画(案)の作成が遅れた

ため、全体スケジュールも 1年遅らせるかたちで見直しを行いました。

開校年度もこれまでの令和 11年度から令和12年度に変更しました。
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2)実務者選定について

(1)実務者選定の考え方

本報告書で検討されている校舎建設の設計にあたり、次の点を考応、した設計を期

待します。

清川村や地域の象徴・特徴となる建築デザインの立案

地域住民等の意見を踏まえだ建築デザインの立案

木造校舎建設にあたり、柑の考える木の学絞づくりの主旨を理解した

建築デザインの立案

県産材や地域産材、流通材等を活用し、木材の特性を活かレた建築デ

ザインの立案

全体の建設コスト、防火及び防災を考慮した建築デザインの立案

R
d
 

k
d
 



(2 )実務者への発注方法・選定方法

設計、施工を行 う実務者への業務発注方法は、次にあげる方法があります。

各々のメ リット、デメリットをあげます。

A.設計 ・施工分離 B 設計・施工一括 c. ECI方式

発注 発注方式 発注方式 (Early Contractor 

方法 (デザインビルド方式) 1 nvo 1 vement : 

アーリー・ コントラク11-.

インポルブメント方式)

特徴 設計事務所が基本設計から実胞 設計事務所と総合建設会社が協働 位先交渉障者(hI[工者}と工事契

設計、監理まで行い‘総合建設 で、 設計、工事を-1舌で行う方 約を前提に技術協力業務の契約を

会甘が工事を行う方式。 式。 締結L.設計業務に技術提案の内

容を反映させながら行う方式。

メリ • TI主計事務所が実施設計、工事 -放叶段階での設計や施工に関す -設計段階より施工者の技術力を

ッ ト 監理まで行うため、発注者の る技術力、組織力によるスケジ 設計内容に反映させるニとでコ

な図や求められる機能や性能 ューノレやコス トコントロー/レ等 スト縮減、工!I!販制部を実現で

を-(:tして工事に反映させる が容易。 きる。

ことができる。 -一括発注することで設計 ・施工 -設計に対して施工者lJ<点の提案

-発注者が、設計者と施工者 責任を一元化できる が行われるため、施工を見据え

骨々と直後コミュニケーゾヨ -設計時から施工を見据;えた品質 た品質管理や施工段階でのリス

ンを取ることができるため、 管理が可能になる。 ク回避がjU!待できる。

意思の疎通がしやすい。 -発注業務が軽減されるととも -設計段階でサプコンやファプと

. ;設計者が胞工者からの提案等 に、放剖段l暗からの施工の準備 の制盤ができるので、施工段階

に対して、発注者に第三者的 が可能となる。 での材料の官官l思や市均コストの

な立場で比較検証、 アドパイ 影響を受けにくし、。

y、ができる。

デメリ -実施設計図書の完成後に総合 -施工者の提案怖に対して発注者 -弛注者と(~先交1)，権者は実施設

y卜 他設会社から見有iを徴収する 側に立つ設計者等による価絡や 計後に価{情交渉、合意により工

ため、 工事費の調整、強住金 提持活内容に対する妥当性の比較 事契約締結となるため、場合に

首lの確定に、かなりの時1111が 検紅などのチェック機能がI帥き よっては不調のリスクがある。

かかる場合がある. にくい滋合がある。 - 契約やこ;J ~務処理が煩雑になる。

-発注者が工事的手l眠、スケジ . ;1在住者に施工吉町担慌に対する -まだ適用事例が少なく、適用す

ュール調整に附与する必要が 専門的な判断能力等が必要とな るためには布織者等の助言など

ある。 る。 を得ながら進める必袈となる可

能性が大。
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また、選定方法は次の方法があります。

一般競争入札方式 随意契約方式

方法 1 最低価格落札方式 2司総合評価入札方式 3 公募裂プロポーザル

特徴 -仕線香に対Lて予定価格の -価格、技術の評価基準を策 -公告等で契約限度額を公示し

範囲内で最低価絡を提示し 定し、価栴点+技術点の合 た上で広く提案者を募集し、

た実施者に対して発注を行 計で首平制iを1'fう。 提出された企画者・見積書 ・

フ。 -プレゼンテーションを実施 プレゼンテーションを基に実

-品質を担保するために落札 する場合もある。 施者を決定する。

の最低価格を設けることも -評価が最も高かった者を優先

ある。 交渉権者と し、 優先交渉権者

との問で契約交渉を?干し、契約

を締結する。

メリ -価格による競争原境を確保 -価格と提案内容を総合的に -提示した仕様以上に、提案者

ット することにより、価格を重 評価することができる。 視点での新たな発想が期待で

視して実施者の選定を行う -業務受託者選定後の契約交 きる。

ことができる。 渉の負担が少ない。 -優先交渉権者選定後の契約交 l 

渉が可能となる。

デメ リ -価格のみで実施者を決定す -実施者。〉決定までに時間を • iilli絡が向くとも、提案内容が

ット るため、実施者の技術力を 要する場合がある。 良い実施者が選定される場合

評価することができない場 がある。

合がある。

以上の発注方法、選定方法について、本事業の今後の事業工程や各種調整事項、および

他自治体における学校建て替え事業等同種事業の実績事例 を参考にすると、

発注方法 :8 設計・施工一括発注方式{デザインピルド方式)

選定方法 :2 総合評価入札方式、もし 〈は、 3 公募型プロポーザル方式

が、最適であると考えられます。

守
，Rd
 



3)計画の実現に向けて

一貫校建設に向けては、以下の点に留意をしながら、今後とも継続して検討を進

めていく事項として整理します。

‘. 
t

E

F

・

1.教室面積の縮小の認識

計画案では、小学校:1ユニット =6.37mX6.37m(40.5ni)※24入学級

中学校 1ユニット=6.37m X 8. 20m (52.3 ni)※24入学級

で全体計画面私企計算しています。

(現緑小学校=64.0rrf、現緑中学校=65.1 ni) 

2 既存体育館‘既存東練校舎の活用

比較的建設年度が遅い2つの建物について、既存利用を前提とします。ただし、改

修をどのレベルまで行うかの調査と検討が必要ですG

3.幼稚園+保育園棟を2期工事とすることを検討

幼稚園と保育園の併設とするのかどうかも含めて、事業予算のための実施工期iをず

らすことも検討必要です。

4.災害時の避難拠点となるための設備‘施設、土地利用の検討

災害時の利用を充分に配臆した計画とします。

5司清JIIらしい特徴ある一貫校とするための検討

地域の特性を生かした施設の特徴をつくります。

6.子供のための施設を集約する検討

村の子供関連の施設、機能を集約させることによって、子育てしやすい総説づくり

を悶指します。

C

-

a
g
-

7.学校生活での安全性や快適性等に十分に配慮した計画の立案

子供たちに対してはもちろんのこと、コミュニティ利用者にも安心安全なj庖設、環

境づくりを目指します。

8 地域のコミュニティの場や様々な活動の拠点としての機能維持・強化

コミュニティスクールとして学校施設利用の促進のため、既存東練校舎にその機能

と場を配置し利便性を高めます。
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9.地域経済循環サイクルによる地域産業の活性化

地元産業との連携と農業との連携を図ります。

1o 開発許認可関係の確認、協議、それに伴う全体工程の精査

計画予定地総聞の拡大、法規・条例等の変更などを把握し、スムーズな工程計画

をつくります。

11 .全体事業費の精査

現時点や数年後にも予想される資材、人件費の高騰状況を受けて、 事業費の適正

化を図ります。

12.維持管理費(ランニングコスト)の縮減となる計画の立案

建物の各種性能を確保し、ランニングコストを低減する計画とします。

一¥
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く資料編>

1 )策定の経緯

開催日 開催内容 . . 
第1回 清川村幼・保・小・中一貫校施設整備検討委員会

【議題】

令和6年
一貫校の計画にあたって

6月 18日
1)木造・木質化の学校建築

2)一貫校の事例

3)清川村学校施設現場調査

第2回 清川村幼・保・小・中一貫校施設整備検討委員会

【議題】

一貫校に必要な施設の検討

令和6年 1)計問地の課題と問題点

11月6日 2)一貫校の施設用途の整理

3)施設構成

4) コミュニティと市民参加のための施設整備

第3回 清川村幼・保・小・中一貫校施設整備検討委員会

【議題】

配置計画案の検討

令和7年 1)計商地の特徴と課題の整理

1月30日 2)配置検討案

3)比較検討

4)事業費の考え方

第4困 清川村幼・保 .IJ、・中一貫校施設整備検討委員会

【議題】 . 
令和7年

基本計画案の検討

2月27日 1)基本計画案の作成

2)事業ヱ程案

3)今後の検討事項
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No 

1 

2 

•• 3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

清川村幼小中一貫校施設整備検討委員会名簿
任期 令和 5年 4月 1日か ら令和 7年 3月 31日まで

委員長 :飯塚利行 副委員長:船津慎一

氏 名 所属及び役職 備 考

橋本 直人 村教育委員選出

伊藤 攻 村 自治会長連絡協議会会長 煤ヶ谷地区

川瀬十三男 村自治会長連絡協議会選出 宮ヶ瀬地区

飯塚 利行 学識経験者

船津 慎一 緑小学校長

本間 隆司 線中学校長

手塚 明浩 宮ヶi額中学校長

片 山智絵子 清川幼稚閤園長

杉 山喜代美 あおぞら保育園長

山口 健人 線小学校 PTA選出

朝倉 大輔 緑中学校 PTA選出

苦手藤 克二 宮ヶi緩やまびこ会選出

長谷川真弓 清川幼稚園保護者会選出

ノl、杉 麻衣 あおぞら保育関保護者選出

秋 山 りさ 子 公募委員

青木 高人 公募委員
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清川村幼保小中一貫校施設整備検討委員会名簿
任期 令和 7年 4月 1日から令和 9年 3月 31日まで

委員長:飯塚利行 副委員長 :船津慎一

‘.
‘.
 

'
e・

e
-
-
-
E
 

No 氏 名 ， 所属及び役職 備 考

1 橋本 直人 村教育委員選出
4戸

2 イ伊藤 攻 村自治会長連絡協議会会長 出\~ヶ谷地区

3 岡本やよい 村自治会長連絡協議会選出 宮ヶ瀬地区

4 飯塚 手IJ行 学識経験者

5 船津 慎一 緑小学校長

6 則包 大輔 緑中学校長

7 手塚 明浩 宮ヶ瀬中学校長

8 片山智絵子 i青川幼稚闘長

9 遠藤 利香 あおぞら保育園長

10 山口 健人 緑小学校 PTA選出

11 大矢 幸恵 緑中学校 PTA選出

12 裂7藤 克二 宮ヶ ì~問中学校保護者代表選出

13 山田 美香 清川幼稚園保護者会選出

14 ノl、杉 麻衣 あおぞら保育園保護者代表選出

15 秋山りさ子 公募委員
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清川村幼保小中一貫校施設整備基本計画 (案)に関するパフ‘リックコメントの実施に

ついて

1 目的

村でば、学校施設の老朽化と少子化がすすむなか、今後の学校のあり方について、

令和2年 7月に ff青)11にひとつの 清川らしい幼稚園・小学校・中学校が一体となっI

た新しい一貫校をつくりあげるJという方針決定をしました。その後、令和5年 12 

月には「清川村幼小中一貫校施設整備基本構想、j を策定し、約2年間の検討期間を経

て基本計画(案)をまとめましたので、皆さまからの御意見を募集します。

2 パフ、リックコメ ントの対象

清川村幼保小中一貫校施設整備基本計画(案)

3 基本構想 (案)及び関係資料の閲覧

次に掲げる場所等で、 令平日8年2月3日(火)から令和8年2月 13日(金)まで閲

覧を行います。

(1) 清川村役場 4階教育委員会事務局学校教育課窓口

(2 ) 清川村生涯学習センターせせらぎ館 1階 清川村図書館

( 3 ) 清川村ホームページ

4 意見の提出期間

令和8年2月3日(火)から令和8年2月 13日(金)まで

※ 郵送の場合は、末日の消印有効とします。

5 意見の提出資格

(1) 村内に住所を有する者

(2 ) 村内に事務所又は事業所を有する個人、法人及び※その他団体。
※その他国体の構成員は、住民に限る。構成員名簿の提出が必要です。

( 3 ) 村内の事務所又は事業所に勤務する者

6 意見の提出方法

意見については、所定の意見提出用紙に記入のうえ、次の方法により提出してく

ださい。

(1) 持参する場合

清川村役場 4階教育委員会事務局 学校教育課窓口へ直接提出してく

ださい

( 2) 郵送する場合

|郵送先| 干243-0195

神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216番地

清川村教育委員会事務局 学校教育課



(3 ) ファックスで送信する場合

|ファックス番手到 046-288-1262 

(送信先清川村教育委員会事務局学校教育課)

(4 ) 電子メールで送信する場合

|メールアドレス iinkai@town.kiyokawa.kanagawa.jp

(送信先 教育委員会事務局学校教育課)

|電子メールの件名|

「清川村幼保小中一貫校施設整備基本計画(案)に関するパブリックコメントJ

7 意見の取扱い

提出された意見は、?青川村幼保小中一貫校施設整備基本計画(案)の制定にあ

たって参考どさせていただきます。また、個人情報を除き、意見の概要、意見に対

する村の考え方及び修正した場合は修正案を公表します。

なお、提出された意見に対して、個別の回答はいたしませんn

8 関連する資料

[パブリックコメントの対象1
清川村幼保小中一貫校施設整備基本計画(案)

[関連資料I
(1) 清川村幼保小中一貫校施設整備基本計画(案)に関するパブリックコメン

トの実施について

(2 ) 意見提出用紙
(3 ) 清川村パブ、リックコメント手続きに関する要綱

(4 ) 清川村幼保小中一貫校施設整備基本計画(案)

主聞主位盃宣投ょんエど之I):;;:;:::z三と上主主投象匁ヨ刀iJ-J1陸選定資料を
境墾彊盤ム主主5ずー

9 問い合わせ

清川村教育委員会事務局 学校教育課

電話 046-288-1215 (直通)

ファックス 046-288-1262 

電子メール iinkai@town.kiyokawa.kanagawa.jp 



4・

清川村幼保小中一貫校施設整備基本計画(案)

に関するパブリックコメ ント 意見提出用紙

提出日令和8年2月 日

(フリガナ)
F一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一・一一一一--~_._-----一一一一酔----------_._ ._------一一{一一一戸『一一---一一一-

氏 名

(名称)

f主 所

(所在地)

電話番号

(携帯電話可) ※ご意見の内容を確認するため、連絡させていただくことがあります。

区 分

(当てはまる口に 口 村議会議員

レ点を入れてくだ

さい。)

該当筒所 内 ，円廿--

一令

意 見、白

注意事項

① ご意見は、清川村幼保小中一貫校施設整備基本計画(案)の策定に当たって参考

とさせていただきます。

② 閉じ趣旨のご意見があった場合には、とりまとめて公表することがあります。
③ ご意見に対し、個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

④ ご記入いただいた個人情報につきましては、清川村個人情報保護条例の規定に基

づき、適切に管理します。

※ 裏面にもご意見をご記入いただけます。



該当箇所 内 付廿判

一、 意 見'-

ご意見の提出方法と問い合わせ先

提出期間
令和8年2月3日(火)から令和B年2月13日(金)まで

※ 郵送の場合は、末日の消印有効とします。

清川村役場4階教育委員会事務局 学校教育課窓口へ直接提出して

持参の場合 ください。

※ 土曜日、日曜日及び祝日は除きます。

-郵送する場合

陣 送 先|干243-0195

神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216番地

清川村教育委員会事務局 学校教育課

-ファックスで送信する場合

郵送、ファックス、 |ファックス番矧 046-288-1262

電子メールの
(送信先清川村教育委員会事務局学校教育課)

送付先及び
-震子メールで送信する場合

|メールアドレス| i inkai申town.kiyokawa.kanagawa.jp 
問い合わせ先 (送信先清川村教育委員会事務局学校教育課)

障子メールの件名|

I古川村幼保小中一貫校施設設備基本計画 (案)に関するパフ、リックコメ

ント意見

-問い合わせ清川村教育委員会事務局学校教育課

電話 046-288-1215 (直通)



議会全員協議会資料

宮ヶ瀬中学校の休校に

ついて

令和8年 1月 19日(月)

学校教育課



[R8年2月 議会全員協議会資料1

「宮ヶ瀬中学校の休校」について

令和7年2月27日に開催した定例の教育委員会会議において、宮ヶ瀬

地区の今後の児童・生徒数の推移等を考慮、し、教育的観点、から学校として

の教育活動を続けることは困難として、令和8年4月から宮ヶ瀬中学校を

休校とする方針決定をしました。

この方針決定を受けて、地域や保護者、関係する団体等の皆さまに説明

会等を実施させていただき、あらためて教育委員会議で検討した結果、令

和 7年 12月 23日に開催した定例の教育委員会会議において宮ヶ瀬中

学校を令和8年4月1日から休校とすることを決定しました。

休校とし、う決定にあたっては、児童・生徒や保護者、地域の皆様には、

忍びない思いを抱きながらも、近年の情勢を踏まえて、慎重に検討した結

果であり、今後も充実した学校教育の実現に向けて取り組んでまいります。

[通学について]

現在、宮ヶ瀬地区から路線パスを使用し、緑小学校に児童4人、続中学

校に生徒 1人が通っています。引き続き安全に通学ができるよう環境整備

に努めてまいります。

[宮ヶ瀬中学校休校関連のスケジュール]

令和7年 8月1日 宮ヶ瀬地区休校に関する地元説明会を実施

同年 10月1日 「きよかわ通信J宮ヶ瀬中学校の休校について掲載

同年10月、 11月住民懇談会でお知らせをした。

同年10月 県教委及び関係機関等と休校について調整開始

同年 12月23日 教育委員会議にて宮ヶ瀬中学校の休校を議決した。

令和8年 1月19日 議会全員協議会に報告

3月 11日 卒業式

同年 3月25日 休校式

同年 4月1日 宮ヶi額中学校休校を予定

*宮ヶi額小学校も引き続き休校。
(令和 6 年 4 月 1 日~)
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議会全員協議会資料

学校給食センターの

営について

令和8年 1月 19日(月)

学校教育課



No. 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

清川村学校給食センターの体制について

令和8年1月19日現在

耳哉 名 人数 備 考

所 長 I 名
学校教育課
係長兼務

栄養技師 1・ 名 県から派遣

調 理 員
4 名

会言十年度任用
(内、令和8年1月14(月給) 耳哉 員
日付で 1名退職)

調 理 員
l 名

会言十年度任用
、(時給) 職 員

事 務 員
I 名

会計年度任用
(時給) 職 、 員

運 転 員 名
生きがし、事業団

委 託

住所:T243-0112神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2132-1
電話(FAX): 046-288-2760 



学
期

学

期

学

期

学

期

令和8年度給食実施日数予定表(案)

日 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
4 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 30 
月 金 月 火 水 木 金 月 火 ]j(. 木 金 月 火 木

5 7 8 11 12 13 _14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 
月 金 木 金 月 火 7l< 木 金 月 火 7l< 木 金 月 火 水 木 金

6 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 
月 月 火 7l< 木 金 月 火 7l< 木 金 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 月

7 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 
月 7l< 木 金 月 火 7l< 木 金 月 火 水

9 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 24 25 29 30 
月 木 金 月 火 水 木 金 月 火 }j( 木 金 木 金 火 水

10 2 5 6 7 B 9 13 14 15 16 20 21 22 23 26 27 28 29 30 
月 木 金 月 火 7l< 木 金 火 水 木 金 火 水 木 金 月 火 水 木 金 金

11 2 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 24 25 26 27 30 

月 月 水 木 金 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 火 水 木 金 月

12 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 
月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 月 火 }j( 木 金 月 火

13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 
月 水 木 金 月 火 7l< 木 金 月 火 7l< 木 金

2 2 3 4 5 8 9 10 12 15 16 17 18 19 22 24 25 26 
月 月 火 水 木 金 月 火 木 金 月 火 }j( 木 金 月 7l< 木 金

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 
3 月 火 水 木 金 月
月

火 水 木 金 月 火 水 木

*給食発注書は前月の10日締め切りとなります。給食数が変更する場合は、原則、前月の10固までにご連絡ください。

*前月10臼以降の回数喫食のキャンセルは出来ませんのでご了承ください。

22 言十 備考

14 
7日(火)始業式
事始業式から3日間給食なし

18 

30 
22 

火

11 
17日(金)終業式
本終業式まで2臼聞給食なし

1日(火)始業式
16 *始業式から2日間給食なし
28日(月)緑小運動会振替休

19日(月)文化発表会振替
20 休
日[月)緑中中文運振替休

19 

16 
24日(木)終業式
*終業式まで2日間給食なし

13 
B日〔金)始業式
*始業式から2日間給食なし

18 

日(L)膏緑l中卒業式
日();.111幼稚園卒図式

14 19日(金)緑小卒業式
25日(木)修7式
ホ修了式まで3日間給食なし

181 合 言十
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